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               平成１８年第５回定例会 

                 斑鳩町議会会議録   

                              平成１８年１２月７日 

                              午前９時００分 開議 

                              於 斑鳩町議会議場 

 

 １，出席議員（１４名） 

     １番  嶋 田 善 行         ２番  松 田   正 

     ３番  飯  昭 二         ６番  浅 井 正 八 

     ７番  小 野  雄         ８番  坂 口   徹 

     ９番  浦 野 圭 司        １０番   川 勝 義 

    １１番  三 木 誓 士        １２番  木 田 守 彦 

    １３番  木 澤 正 男        １４番  里 川 宜志子 

    １５番  中 西 和 夫        １６番  中 川 靖 広 

 

 １，欠席議員（０名） 

 

 

 １，出席した議会事務局職員 

    議会事務局長   浦 口        係  長    峯 川 敏 明 

 

 １，地方自治法第１２１条による出席者 

   町      長  小 城 利 重    助役       芳 村   是 

    収入役      中 野 秀 樹    教育長      栗 本 裕 美 

    総務部長     植 村 哲 男    総務課長     清 水 建 也 

    総務課参事     田 昌 敬    企画財政課長   西 本 喜 一 

    企画財政課参事  野 口 英 治    税務課長     藤 原 伸 宏 

    住民生活部長   中 井 克 巳    福祉課長     西 川   肇 

    健康推進課長   植 村 俊 彦    環境対策課長   植 嶋 滋 継 

    住民課長     阪 野 輝 男    都市建設部長   藤 本 宗 司 
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    建設課長     加 藤 保 幸    観光産業課長   今 西 弘 至 

    都市整備課長   藤 川 岳 志    都市整備課参事  堤   和 雄 

    教委総務課長   野  一 也    生涯学習課長   山  善 之 

    上下水道部長   池 田 善 紀    下水道課長    谷 口 裕 司 

 

 １，議事日程 

   日程 １．一般質問 

   〔１〕１３番 木澤議員 

１、多重債務者対策について 

・多重債務で苦しむ人々が多く、問題視されていますが、サラ金被害の 

広がりについてどのように認識されていますか。 

２、放課後の子ども対策について 

・放課後子どもプランの取り組みについて町の見解をお聞きします。 

・学童保育の現状と今後の対応について。 

３、国民健康保険について 

・国民健康保険制度への考え方について。 

・保険税の引き上げによって住民生活にどのような影響があるとお考え 

ですか。 

・減免について。 

・資格証の発行について。 

４、後期高齢者医療制度について 

・制度創設によるメリット・デメリットについて。 

・制度が創設されることによって本人や町の負担はどうなると見込んで 

いますか。 

５、少子化対策について 

・不妊治療助成制度について。 

〔２〕２番 松田議員 

１、当面する諸課題と財政健全化方策について問う。 

（１）指定管理者制度について 

・制度を採用した事業の今日的評価と今後の対応について。 
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（２）災害時における要援護者リストの作成について 

・個人情報保護の過剰反応が問題視されているが、要援護者リスト 

の作成に行政としても取り組むべきではないか。 

（３）生活保護世帯の状況について 

・斑鳩町における生活保護世帯の状況はどうなっているのか。 

（４）税負担による住民生活への認識 

・日常生活を直撃している税負担の状況をどのように認識している 

のか。 

（５）財政健全化への課題と指導性について 

・取り組みの具体化と緊迫感をもった指導力の発揮を期待する。 

（６）町と県の連携強化について 

 ・行政執行の効率を高めるため、町と県の連携と整合性の確保は不 

可欠であると思うがどうか。 

〔３〕１２番 木田議員 

１、事業所ごみ収集について 

・９月１９日の厚生常任委員会での質問に対しそれ以後になされた対応 

について、如何に解決されるのかについて。早急なる解決がなされな

ければ、ずるずると継続すると思えるので、行政が検討された内容と

今後について問う。 

・今も毎日持ち込まれている状況であり、そのごみの内容についても持 

ち込まれた町民の苦情を多々聞かされるが、町に対し分別収集の徹底

を申し上げながら業者の持ち込みごみについては、それが徹底されて

いない。しかも業者の持ち込みは受けないとの条例に反することは明

らかであり、早急なる対応について問う。 

・持ち込み業者は一業者だけなのか、それと月間持ち込み数量と金額に 

ついて聞かせていただきたい。 

・何年位以前から事業所ごみの業者の持ち込みが始まったのかについて 

も問う。 

２、一般質問での回答に対する経過について問う。 

・本年３月２日の一般質問に対し対処方を再度、要請したところである 
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が、現在も未改修の状況について問う。特に法隆寺国際高校周辺の歩

道の改善については、早急にと申し上げたところであるが、町内に於

ける交通事故死者も本年も発生している状況もあり、水溜りを避けて

車道に自転車や歩行者が出る場合も多々あるので、早急なる改善を要

請します。 

〔４〕１４番 里川議員 

１、住宅耐震診断補助について 

・募集件数オーバーで抽選となったことについて。 

・来年度の考え方について。 

２、学校給食の調理・洗浄業務委託について 

・行革の効果としての見方について。 

・委託に関する契約上の考え方について。 

３、職員の勤務時間変更に伴い、臨時職員の対応について 

・現業の臨時職員の勤務体制がどのようになったか。 

４、近畿視聴覚研究大会のメイン会場となることについて 

・大会の内容と研究発表について。 

・調査・研究の予算について。 

５、子どもたちに重要なものとして「ことば」の指導について 

・小中一貫教育のなかで、特色ある学習の考え方が示されているが、子 

どもたちの言語能力については、どのような考え方をもっているか。 

６、住宅改築に伴う、建築確認申請に基づく道路幅の確保について 

・現在、町内で道路拡幅・整備がなされていない状況をどう見れば良い 

のか。 

７、介護保険について 

・地域包括支援センターの運営について、特定高齢者、新予防給付。 

８、障害者自立支援法について 

・減免している利用区分の今後の考え方について。 

・今後、介護保険との統合の考え方が示されていることについて。 

〔５〕３番 飯 議員 

１、「いじめ問題」について 
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今、大きな社会的問題となっている「いじめ」を苦にした子どもの自殺

が相次いでいます。尊い命が失われ前例のない事態が続いています。教

育界だけでなく社会全体が立ちすくみ、戸惑いと重苦しさを感じていま

す。政府の教育再生会議では、学校と教育委員会がしっかりと踏み込ん

で、この問題に対処すべきとの提言もあり、喫緊の課題となっています

「いじめ」は、学校と家庭が一緒になって取り組まなければ、解決でき

ない問題です。当町もこの問題について協議・検討をされていると思い

ますが、今後「いじめ」の実態を明らかにし、そのための対策を講じて

おく必要があります。全ての子どもたちが安心して学校生活ができるよ

う、全力をあげて見守っていかなければなりません。 

 以上の要旨を踏まえ質問をさせていただきます。 

・「いじめ」についての実態と子どもへのアンケート調査について 

・教員のバックアップ体制について。 

・教員の資質向上について。 

・スクールカウンセラーによる相談活動について。 

・一連の「いじめ」に関する認識について。 

２、出産育児一時金の支給方法について 

妊娠されている方にとっては、様々な不安があり出産後、育児と経済的

な負担が伴います。一般的に出産する場合、何かと出費が重なり出産費

用は妊娠中の検査費用などを含めるとトータルで約５０万円位かかりま

す。そこで子育て支援策として出産にかかる経済的負担を少しでもなく

すために、今年の１０月、出産育児一時金の支給額が３０万円から３５

万円に引き上げられました。一方、一時金の支給方法は、出産後に請求

し一時金を受け取るまでに１ケ月かかり、病院への支払い時に高額な分

娩費を用意しなければならず、困る人も少なくありません。また支給額

の８割を無利子で借りられる「出産貸付制度」もありますが、いずれに

しても高額の分娩費を一旦立て替えなければならないため、制度の改善

を求める声があります。 

 以上の要旨を踏まえ質問させていただきます。 

・現行の支給方法とその実態について。 
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・受領委任払い制度について。 

３、消防団活動の協力について 

消防団は、地域の安心・安全を確保するため、平素は生業を持ちながら

「自らの地域は自らで守る」という、ボランティア的な精神に基づいて

地域住民の守り手として活動していただいています。ところが近年、各

地域で消防団員は年々減少している状況があり、当町においても広報等

で募集をかけていますが、定数には至っていません。将来において団員

の確保のため、理解とご協力を得ることが必要です。 

 以上の要旨を踏まえ質問をさせていただきます。 

・消防団員の構成と消防活動の協力について。 

〔６〕９番 浦野議員 

１、住民が安心できる医療体制とそれへの連携について 

・先般大淀町で急患の妊婦が受入れ先をたらい回しにされ、死亡すると 

いう事態が発生した。またアスベスト問題で要観察者が、地元県立三

室病院他付近でも専門医が配属されていない。住民が安心できる医療

体制は整っていないと思うが。 

２、役場の窓口対応について 

・住民のニーズを的確にかつ迅速に対応できていますか。 

３、自治会加入について 

・転入住民に対して、自治会への加入について、どのように説明し、加 

入を促進されていますか。 

４、自治会配布文書の整理について 

・毎週自治会長宛に自治会員への配布文書が届けられていますが、各書 

類の整理の仕方に一貫性がなく、自治会長はその整理に困っています

改良を願いたい。 

５、野焼きについて 

・農家が田畑で発生した稲わらや籾殻等野焼きすることは、例外処置と 

して認められていると思いますが、発生する煙で住民とのトラブルが

毎年見受けられます。これの周知について。 

６、交通の妨げになる道路設置物について 
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・道路に石やコーン他、交通の妨げになる物体がよく置かれていますが 

これらの撤去について努力されていますか。 

７、職員のクリーンボランティアについて 

・最近毎月役場職員の休日に清掃活動が行われていますが、住民の視点 

では気持ちよく思われている様ですが、折角の休日（休息日）をつぶ

して作業に励まれるのは気の毒に見えるのですが、どういう経過でこ

うなったのですか。 

８、国道１６８号線の右折レーン設置工事の事前説明について 

・竜田大橋西詰めの右折レーン設置工事について、住民への事前説明で 

は歩道の完成図や消火栓の移設について充分な説明はされたのですか 

９、道路整備の財源について 

・当町は特に道路整備が遅れています。国は道路整備の財源を道路特定 

財源から一般財源化しようとしています。将来、当町の財源確保はど

うなるのですか。 

〔７〕１０番 川議員 

１、里道の管理について 

・里道の管理はどこで行うか。 

・里道の斑鳩町内の把握（調査）について。 

・里道でありながら個人地として使用されている部分の管理、指導につ 

いて。 

２、町道改修に伴う対策について 

・町道改修時の歩道設置について。 

・町道改修時の安全対策について。 

３、各事業の進捗、遅延について 

・特に県事業の遅れについて、町の考え方。 

・町としてどのような対策を考えているのか。 

４、公共施設建設用地の選定についての基本的な考え方 

・なぜ調整区域を重点的に選定されるのか。 

・斑鳩町の将来を考えていく中で、この選定でいいのか。 

〔８〕７番 小野議員 
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１、王寺周辺広域市町村圏一部事務組合について 

・各一部事務組合が設立された経緯と経過と問う。 

・王寺周辺広域市町村圏協議会との関連を問う。 

・一部事務組合に対する構成町の議会としての関与を問う。 

２、特別職報酬等審議会について 

・委員選出についての基準と留意点を問う。 

・答申に基づく条例改正と特例措置を問う。 

〔９〕６番 浅井議員 

１、県事業である三代川について問う 

・今日までの個人との話合いの結果。 

・県は、３５年あまり改修工事の凍結を、どの様に思われているのか。 

・興留、松楽園前の橋の架け替えについて。 

・安堵、斑鳩線の興留５丁目交差点の橋の架け替えについて問う。 

２、県条例である風致地区条例について問う 

・斑鳩町の風致地区及び面積。 

  第１種 

  第２種 

  第３種 

・これらの許可基準を守られているか問う。 

〔10〕８番 坂口議員 

１、ごみの分別について 

・ごみ分別の状況について。 

・収集作業中の事故について。 

・住民からの問い合わせに対する対応について。 

・啓発用看板の設置について。 

 

 １，本日の会議に付した事件 

     議事日程に同じ 
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          （午前９時００分 開議） 

○議長（中川靖広君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名で、定足数に達しています。 

 これより本会議を再開し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は一般質問であります。あらかじめ定めた順序に従い質問をお受けい

たします。 

 初めに、１３番、木澤議員の一般質問をお受けいたします。１３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） それでは、通告書に基づきまして私の一般質問をさせていただ 

きます。 

 まず最初に、多重債務者対策についてですが、近年サラ金のグレーゾーン金利によっ

て多重債務者となる方が多発し、社会問題となっています。現在、２，０００万人を超

える人がサラ金を利用し、２３０万人もの人々が多重債務で苦しんでおり、多重債務の

理由としては、生活費のためが３１％、続いて失業、倒産、収入減少が２５％を占めて

いることが国会議論の中で挙げられています。このことからも、多くの方々が生活苦か

らサラ金に手を出し、高い利息のために借金が雪だるま式にふえ、返済が出来ずに多重

債務に陥るということがわかります。 

 今、グレーゾーンの撤廃を求め、貸金業規制法案が国会で審議をされていますが、斑

鳩町でも今年の６月議会で貸金業規制法を改正する意見書を採択しました。また、全国

的には４３都道府県議会と１，１００を超える市町村議会が同様に意見書を採択するな

ど、多重債務をなくせの声はかつてなく広がっています。 

 こうした声にこたえ、弁護士会や司法書士会、またサラ金などの被害者団体は、早く

から多重債務者への相談や返済までの支援を行い、そうした取り組みによって救われる

人も少なくありません。そうした中、政府は、２００７年度中にも全国約１，８００の

市町村すべてに多重債務者の相談窓口を設置する方針を固めました。 

 そうしたことを受けまして、サラ金被害の広がりや多重債務者の現状に対して、斑鳩

町はどのように認識しておられるのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） サラ金被害の広がりについてどのように認識をしている 

のかというご質問でございますが、先ほども質問者が言われてますように、多重債務者

につきましては、全国で２００万人以上の人がいると言われているところでございます
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このことから、自殺や凶悪犯罪の一因ともなっているのではないかと、このようには思

っております。 

 また、多重債務というのは個人の責任であるという見方が根強い中で、リストラや病

気等などによる生活苦からやむを得ずサラ金に手を出す人たちも多く、返済はグレーゾ

ーンの高金利のため、返しても返しても借金が減らず、返済のために別のサラ金で借金

を繰り返していくという悪循環に陥り、結果多重債務者になっていく人が多くおられる

ということを私も認識をいたしているところでございます。 

 質問者もご承知をいただいておりますように、先ほどもご質問の中でありましたよう

に、このことから国におきましては、上限金利の引き下げを柱といたしました貸金業規

制の関連法の改正案を衆議院の財務金融委員会におきまして、先月の２９日に可決をさ

れたということでございます。本国会でこの法律の成立に向けて取り組みをされている

ということも承知をいたしております。 

 この改正案では、法改正から約３年後におきまして、出資法の上限金利、年利２９．

２％でございますけれども、これを利息制限法の上限金利とほぼ同水準の年２０％に引

き下げ、中間のグレーゾーンの金利を廃止をいたしまして借り手の負担を軽減をしてい

くと共に、多重債務者問題の改善に取り組もうともされているところでございます。 

 また、先ほども質問の中にありましたが、全国の市町村で多重債務者の相談窓口を設

置をしていくという方針でもあるということを、私どもとして情報として承知をしてい

るところでございます。これにあわせまして、弁護士等が常駐をしていない市町村にも

弁護士等を派遣出来る仕組みも整えていくというように情報を把握をいたしております 

 当町といたしましては、現在、質問者もご承知をいただいておりますように、毎週木

曜日に消費者相談を、また毎月第２、第３、第４火曜日には無料法律相談を実施をいた

しまして、多重債務者問題を初めとして住民の方々からの多様な生活相談に対応をいた

しているところでございます。先ほどお答えをさせていただいておりますように、国の

方でのそういう改正案が可決をされる運びと現在なっているところでございますけれど

も、これらの国の動向等も見ながら町としても対応をしていきたいと、このように考え

ているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今、部長答弁いただいて、認識を十分持っていただいているな 

というふうに感じました。 
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 私はこの問題というのは、借りた方が悪いという自己責任論では決して解決しない問

題だというふうに思います。実際に多重債務の方の相談を何件か受けたことがあります

が、本人が直接多重債務の相談に来るというケースと、あとほかの相談を受ける中で、

相談を聞いていくうちに多重債務が発覚するというケースがあります。利息制限法を超

える金利は不当だという認識や、計算し直せば過払いもわかり、返済期間が長い人ほど

残金が減るという認識は今広がりつつありますが、まだまだ周知されていないというの

が現実です。これから３年後に金利を引き下げるということで法案が可決する見通しだ

と思いますが、こうした問題については、徹底した周知啓発が必要だと思います。本人

もそうした問題というのは、他人にだけでなく家族にすら秘密にしているというケース

もあり、そのプライバシーの問題というのも考えなければいけませんけれども、町が前

向きに啓発や相談体制の充実をしていくという姿勢でもって取り組んでいただきたいと

思います。 

 さらに、こうした取り組みを既に始めている先進自治体では、町税や国保税などの滞

納の解消にもつながっているという報告もあります。部長おっしゃっていただきました

が、今後の国会の動向とあわせて調査研究をして、財政再建や住民の皆さんの暮らしを

守るという立場からも積極的に取り組んでいただきますよう要望しておきたいと思いま

す。 

 それでは、次の質問ですが、今年の５月９日に、文部科学省の地域子ども教室と厚生

労働省の放課後児童クラブの放課後対策事業の連携である放課後子どもプランの創設が

発表されました。今、放課後の子どもをねらう凶悪で卑劣な犯罪が相次ぐ中で、子ども

たちの放課後や週末の生活をどう保障するか、また子どもたちのスポーツ、勉強、文化

活動、地域住民との交流活動などの取り組みを行うための子どもたちの居場所づくりを

求める声にやっと両省が手を組んで乗り出したというものであり、少子化対策や次世代

育成支援の観点からもぜひとも力を入れて取り組んでいただきたいと思っています。 

 それでは、まず放課後子どもプランの取り組みについて、町はどのように考えておら

れるのか、見解をお尋ねします。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 放課後子どもプランにつきましては、これまで教育委員会と福 

祉部局でそれぞれ実施をされてまいっております。希望するすべての子どもを対象とす

る文部科学省所管の地域子ども教室推進事業、これは１６年から１８年まで試行的にや
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っておられます。それと、保護者が労働等のために昼間家庭にいない子ども、これは１

０歳未満の児童でございますが、を対象とする厚生労働省所管の放課後児童健全育成事

業につきまして、実施場所あるいは運営方法等出来る限り一元化いたしまして、効率的

総合的な放課後対策事業を展開しようというものでございます。 

 当町におきましては、質問者もご承知でございますが、放課後児童健全育成事業、い

わゆる学童保育を実施いたしておりまして、放課後に適切な遊びや生活の場を提供し健

全育成を図っているところでございます。地域子ども教室につきましては、当町では今

日まで実施いたしておりません。 

 当該事業につきましては、平成１９年度からの新規事業でございまして、事業の詳細

についてはまだ不透明な点が数多くございます。また、予算面につきましても、文部科

学省及び厚生労働省の予算要求段階であるために詳しくお答え出来る状況とはなってお

りませんけれども、仮に当該事業を実施するといたしました場合、学校や関係機関との

連絡調整、あるいはボランティア等の協力者の確保、登録、そして配置計画、それと活

動プログラムを策定等いたしますコーディネーターの配置、あるいは運営委員会の設置

そして子どもの下校時間、下校方法等実施に向けてクリアしていかなければならない問

題が数多くございます。また、事前に需要調査を行いまして空き教室を確保する必要も

あるわけでございますので、平成１９年度からの実施につきましては、時間的にも困難

であるというふうに考えているところでございます。今後、問題点を整理いたしまして

調査研究を行いながら、事業の実施につきまして平成１９年度中には方向性を見い出し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今、教育長答弁いただいた中で、斑鳩町の実態として、放課後 

子ども教室というのは今行っていない状況の中で、新たに放課後子どもプランを実施し

ていくという段階に当たっては、その答弁の中で、２つの事業、放課後子ども教室推進

事業と放課後児童健全育成事業というのを出来る限り一元化していくというふうに教育

長答えていただいてますけれども、そこの部分というのは私ちょっと気になるんですけ

れども、実際に国の方からこうしたプランを進めていくということが発表された時に、

マスコミが一斉に両事業の一元化とか一体化という方向で発表をして、そのことが色々

誤解を生んでいるようですが、国会の質問の中でも、２つの事業のそれぞれいいところ

を生かして、で、連携をしていくという考え方が示されていますが、そういうことを考
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えますと、斑鳩町では、やはりまず放課後子ども教室を立ち上げて、そして学童保育、

放課後児童健全育成事業との連携を図っていくという考え方で進めるというふうに認識

をさせていただけばいいんでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） これにつきましては、放課後子ども教室については、一応放課 

後から５時、あるいは６時ごろまでという、これは子ども全体を対象とした時間という

ことに今予定されております。そして、それ以降、今、斑鳩の場合は６時半まで学童保

育やっておりますけれども、そこまでいる子どもについては、これは料金も当然取るべ

きであろうし、必要なそれに見合う料金を徴収して学童保育というような形で、名前は

変わるかわかりませんけれども、そうした時間延長をしていくというようなことも言わ

れておりますので、今の実態としては、状況としては変わらないのではないかなという

ふうに思います。ただ、５時ごろまでは児童全体を対象とし、そしてそれ以降について

は、留守家庭を対象とした児童をお預りする、こういう２本立てになっているというふ

うに思います。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今、答えていただく中で、それぞれ趣旨が違って対象も違うと 

いうことをご理解いただいているなというふうに認識出来ましたので、ぜひ実施に向け

て前向きに取り組んでいただきたいというふうに要望をしておきたいと思います。 

 ただ、実施をしていくに当たりまして、１つ、やはり次世代育成支援行動計画の中で

も、子どもたちの居場所づくりということでしっかり位置付けをしていただきたい、こ

のことも要望をしておきたいと思います。 

 それでは、次に、学童保育の現状と今後の対応についてですが、今、教育長の方から

答弁いただく中で、実際にマスコミ報道がされた時に心配の声が上がっていたという、

学童保育がなくなってしまうんではないかということは、そんなことはないというふう

に認識が出来ましたので、そういうふうに理解をさせていただきたいと思います。 

 そして、今、教育長の方で答弁いただいておりまして、実際にこの放課後子どもプラ

ンにつきましては、教育委員会が主体となって、そして福祉部局とも連携をとっていく

というふうになっていますが、別々で考えたら、連携をしていかなければいけないので

すが、今の時点におきまして、放課後子ども教室と学童保育との関係について、福祉部

局の方でどのようにお考えを持っているのかをお聞きしたいと思います。 
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○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 質問者も申されてますように、また教育長の方から答弁 

をさせていただいているとおりでございます。１９年度からの事業の実施に向けての中

で、放課後対策事業の運営委員会というものが設置をされ、そしてその中で１９年度中

にその事業に向けての対応を研究検討をしていくということで、教育長の方からお答え

をさせていただいております。 

 福祉サイドといたしましても、この運営委員会で、今、申されてます学童保育室の関

係と放課後子ども教室につきましては、その運営委員会等で検討をしていただくことに

なろうかと、このように思っているところでございます。しかし、お互いに児童の様子

とか行動などにつきましては、情報交換をするなどといったことで、児童の様子の変化

とか健康状態等を相互に把握をし合いまして、早期に対応を出来るような連携とか協力

を図りながら、学童保育室が、実際教育長先ほどお答えしましたように、運営委員会の

中で、放課後子ども教室の関係で時間的に６時半、７時というような時間設定をされる

となれば、当然学童保育室というところのものにつきましてはどのようになっていくの

かなということもちょっと検討をしなければならない点もございますけれども、そうい

う形で両方がもし併設をしていくということになれば、当然お互いが協力をし合いなが

らこの両方の事業というものを推進していかなければならないのでないかというように

考えております。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今、部長答弁いただく中で、お互い連携をしていくという考え 

方を示していただきましたけれども、やはりその中でもそれぞれの趣旨をしっかりと理

解し、そして学童保育は今実際に実施されてますんで、利用されている方、そしてその

関係者の方の声がしっかりと反映出来るように今後取り組みをしていっていただきたい

というふうに思います。 

 そしてまた、その中で学童保育につきましては、前回の９月議会でも同僚議員から一

般質問がされておりましたけれども、今、学童保育の定員がいっぱいになってしまって

その定員を超えて運営を行っているという状況ですが、その現状の認識と今後の対応に

ついてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 学童保育室の運営につきましては、先ほど教育長も答弁 
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の中で申されてますように、共働き家庭などで放課後子どもたちが保護出来得ない家庭

の児童を対象にしてお預りをさせていただいているところです。こういう中で、今日子

どもが被害に遭う痛ましい事件というものが相次いでおりまして、全国的に学童保育の

入所希望者というのは増加をしている状況でございます。 

 当町におきましても、平成１８年の１２月１日現在で申し上げますけれども、斑鳩学

童保育室では１１９人、そして斑鳩西学童保育室では３９人、斑鳩東学童保育室では８

２人の合計で２４０人の児童が登録をされております。今、質問者も言われてますよう

に、各学童保育室とも定員を超えているというのが現状でございます。 

 また、指導員の人数でございますけれども、斑鳩学童保育室では昨年より１人多い６

人体制で、斑鳩西学童保育室では３人、斑鳩東学童保育室では４人で、合計１３人の指

導員が子どもたちが安全に楽しく放課後を過ごせるように指導をいたしているところで

ございます。 

 開設時間につきましても、平日につきましては放課後から最長午後６時３０分まで、

土曜日及び学校の休業日につきましては、保護者の方々からのご要望もございまして、

現在午前７時４５分から午後６時半まで開設をいたして、保護者の就労支援と児童の健

全育成に努めているところでございます。 

 今後の学童保育室の運営でございますけれども、先ほどもお答えをさせていただいて

おりますように、放課後子どもプランの運営委員会等を設置をして、その中で両事業の

運営方法等も含めて今後調査検討をしていかなければならないのではないかというよう

に考えているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 連携の中で考えていただくんですが、斑鳩町学童保育検討委員 

会の報告では、適正定員が何名やということが示されて、斑鳩町も適正定員を示されて

いる基準に従って指導員の配置等行って運営をしていただいているということですが、

ぜひ検討の際に、今の定員について、適正定員が幾らやと示される中では、今後その学

童保育の増設等も検討していくことが出来るんでないか、いかなければいけないんでは

ないかというふうに思います。基本的には学校の中でやっていくということですんで、

その場所の問題等クリアしなければいけない問題というのはありますが、新たに新規に

設置するものについては、国の方からも予算がつくというふうに思いますので、ぜひそ

こもあわせて検討をいただきたいというふうに思います。 
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 あと、今の状況の中で、前回の答弁の中でも、すべて今希望される児童については受

け入れをしているということについては、しっかりと評価をさせていただきたいと思い

ますので、今後も施設の拡充等充実に努めていただきますよう要望しておきたいと思い

ます。 

 それでは、次に３番目の質問ですけれども、国民健康保険についてですが、総括質疑

の中でも触れられていましたが、今、退職者など国民健康保険に加入される方がふえ、

以前に比べ現役世代の方との比率が大きく変わってきており、国民健康保険の運営が非

常に厳しくなってきています。さらに、国からの負担金が減らされ、それらが保険税と

なって被保険者にはね返ってきており、住民の大きな負担になってきている状況もあり

ます。今回提出されている中にも、保険税の税率を改定する議案がありますが、そのこ

とにもかかわって町の国民健康保険制度に対する考え方をお尋ねしておきたいと思いま

す。 

 まず、国民健康保険制度は、１９５８年からすべての市町村に義務化され、すべての

国民に対する医療保障を地域を基盤として確立し、病気による貧困への転落を防止する

と国民皆保険の根幹として位置付けられ、貧富の格差によって医療を受けられない人が

出ないようにとの趣旨で設立されましたが、国民健康保険の役割と責任をどのように考

えておられるでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 国民健康保険は、疾病、負傷、出産及び死亡に関して必 

要な保険給付を行うものでございます。その構成員となります被保険者が、保険料を負

担し合い医療費等を賄うという保険制度でございます。 

 この制度の中では保険料は、医療機関での診療を受ける受けないにかかわらず負担を

しなければならないものでございます。被保険者同士が相互に保険事故について扶助し

合っているところでございます。さらに、公費も投入をしておりますことから、公的扶

助の側面も有しているところではないか、このように思っております。 

 国民健康保険が発足した当初の被保険者の構成といたしましては、その多くが農業従

事者とか自営業者といった収入基盤がしっかりした方々が占めていたというように思っ

ております。しかし、社会情勢の変化によりまして、パートやアルバイト、勤めを退職

された方など収入基盤の弱いと考えられる方々の構成比率というものが上昇をしている

というのが現状ではないかというように考えております。 
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 その一方で、加入者の増加に伴いまして医療費の支出というのは年々増加をいたして

おります。そのため、保険者であります市町村の負担も年々増加する傾向にございます

そうした支出の増加を補うためには、保険料の値上げというものが必要になってくると

ころでございますけれども、先ほども申し上げましたように、国民健康保険を構成する

被保険者の多くは経済的な基盤の弱い方が多いことから、現在の国保税や町の負担だけ

で対応するのは難しい面がございます。市町村の国民健康保険事業の運営は限界に来て

いるのではないかというようにも考えているところでございます。 

 医療は、どこに住んでいてもどのような職業についていても安心して受けられること

が最も重要であると考えますことから、国民健康保険は企業等が運営する健康保険や政

府管掌保険、また共済組合などと一本化することが望まれるものであると思います。国

におきましても、そのような動きが少しずつではございますけれども見受けられるよう

になってきているところでもございます。今後、一層医療保険が安定した制度へ移行し

ていけるように、国などにはそのような一本化に向けての要望もしてまいりたいと、こ

のように思っているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今、部長の方で考え方を示していただく中で、被保険者が保険 

税を払って支える制度でありながら公的扶助の役割も持っているというふうにご認識を

いただいているということで、一定皆保険制度の中で社会保障の理念も持って運営もい

ただいているなというのは理解出来るなというふうに私認識をいたしました。 

 そして、さらに、今、町独自で運営をしていくことに限界を感じておられる。このこ

とにつきましては、部長も国に対して意見を上げるというふうにおっしゃっていただい

てますので、ぜひ減らされてしまった国庫負担をもとに戻すと、そして国の責任を果た

していただくという観点から、ぜひともそうした声を上げていただきたい。 

 そして、一本化になるかどうかというのはまだ今後の課題ではありますので、町の運

営としては、国保法のやっぱり第１条でうたってます社会保障、国民保健の向上に寄与

することを目的とする、その理念を大切に持っていただき運営に努めていただきたいと

いうふうにお願いしておきます。 

 次に、今回保険税の引き上げによって住民生活にどのような影響があると考えておら

れるか、お尋ねいたします。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 
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○住民生活部長（中井克巳君） 平成１８年度に、地方税法の改正に伴いまして国民健康 

保険税につきましても、平成１７年１月１日現在で６５歳以上の公的年金の控除を受け

ておられた方につきまして、控除限度額が１４０万円から１２０万円に引き下げられた

ことに伴いまして少なからず影響があったところであると、このように思っております 

 今回、議案として上程をさせていただいております平成１９年度からの保険税の改定

でございますが、本会議初日の提案説明でも申し上げておりますように、昨今の経済情

勢を踏まえる中で、被保険者の方々にとって過度の負担とならない範囲で、国民健康保

険財政が抱えております赤字が増加をするのを抑えるために提出をさせていただいたと

ころでございます。 

 今回の改定につきましては、税制改正などによる住民税や所得税、介護保険料の負担

増によります住民の方々への生活に大きな影響を与える中でのものとなることは、総括

質疑の中でもご指摘をいただき、タイミングが悪いのではないかというご指摘もいただ

いております。そのことにつきましては、担当といたしましては、そのご指摘を真摯に

受け止めているところでもございます。 

 ただ、国民健康保険の財政状況というのは、ご承知をいただいておりますように、大

変逼迫した状況にございます。平成１７年度決算では約３億４，２００万円の累積赤字

となっておりまして、先ほどの国民健康保険運営協議会におきましても、保険税の引き

上げはやむを得ないという答申をいただいたところでもございます。町といたしまして

も、これ以上の累積赤字の増加を放置出来ない状況にございますんで、今回提出をさせ

ていただいたというところでございます。 

 個々の税額につきましては、４つの方式の合算から得るものでありまして、所得だけ

ではなくて、固定資産税額、加入者数によりまして異なるものでございますけれども、

生活への影響については一概に言えないというところでございます。医療分の一例を申

し上げますと、例えば一人暮らしの方で、国民年金の収入で公的年金控除後所得がゼロ

円となって固定資産をお持ちでない方であれば、所得割、資産割は課税をされずに、均

等割及び平等割は法定減額であります７割減額が適用をされてまいります。現行の保険

税と比較をいたしますと、年間で１，３００円、月額で申し上げますと約１０８円の増

となるご負担をいただくことになろうかと、このように算定をいたしております。また

お２人世帯で、うち１人の方に３００万円の所得があって固定資産税が５万３，０００

円であるという仮定をした場合には、所得割、資産割、均等割、平等割を合算をいたし
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ますと、現行の保険料と比較をいたしまして年額で２万８，８００円、月額で約２，４

００円増のご負担をいただくということになってまいります。 

 先ほど冒頭で申し上げましたように、地方税法の改正で１４０万円から１２０万円に

引き下げをされました。そのことにつきましては、２年間でそれの分で、本年度と来年

度におきまして、その影響額を１年でご負担をいただくんじゃなしに２年にということ

で、そういう形でもさせていただいているということで、住民の方々へのそういう影響

等もご配慮をさせていただいているということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 私、冒頭で、国の負担減が保険税にはね返ってきているという 

言い方をしましたけれども、斑鳩町は８年間保険税の引き上げをストップしてきたと、

そして今回の引き上げについても住民の極力負担にならないようにという考え方でもっ

て改定を行おうとしているという面につきまして一定の理解は出来ますけれども、やは

り今の景気の上昇が家庭収入に反映されず、また年金生活者に至ってはほかに収入もな

いという方が多い中で、増税に次いで保険税増というのは大変問題があるというふうに

考えます。そしてまた、総括質疑や国民健康保険の運営協議会でも言われましたけれど

も、赤字分に対しては一般財源等で補てんを行うべきではないかというふうに言われて

います。私もそのように考え、ぜひその検討をしていただきたいというふうに思います

国保の加入者の収入というのは、平均的に年々下がってきており、自助努力だけでは国

保財政が賄えない状況です。また、高額所得者に対しましても、税率改定の効果は今回

期待が出来ないということで、ぜひ赤字に対する一般財源からの補てんということにつ

きまして、この点について町長にご意見をお聞きしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  小城町長。 

○町長（小城利重君） 初日の本会議の時にも総括質疑で質問いただきました。松田議員 

さんのご質問の中では、特にこういう関係で非常に厳しい中で、生活する人も苦しいと

いう中で町としてはどうあるべきかと。一般財源等今まで繰り出しはかなりしておりま

すから、それに対して、今後こういう形の中でどう一般財源から、含みがありましたか

ら、そういうことについて一般財源から持ち出しをするのかということでございますか

ら、我々は最大限努力をして、やはりこの関係等については、私は平成８年に料金改定

をさせていただいた。その経過も、申し上げたように、平成７年の５月の臨時議会で、

最高限度額の関係等について専決処分が否決をされたというのか、専決処分ですから、
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そういう関係等から、議員の皆様方もひとつこの際応能応益、５０％に何とか努力出来

ないだろうかという中で、平成８年の料金改定に踏み込んだわけでございますけども、

それから町としては最大限やってきたわけですけども、昨今ここ２、３年は３億等の赤

字を出していく中で、皆さん方に、大変苦しい中ですけども、私としては最低限の値上

げというのか、普通から言えばもう少しというのかたくさん値上げをしなきゃいけない

わけですけども、出来るだけ負担の関係等については、厳しい中でどうしてでもこうい

う形でならざるを得ないということでございますから、その時にも総括質疑の中で質問

がございましたように、努力をする中で最終的にはやっぱり一般財源がどう持ち出して

いけるのか、そういうことも踏まえていかなければならないだろうという答弁をさせて

いただいたら、不退転の気持ちで、この厳しさの中で、職員も皆さん方共々に頑張って

いってほしいということもおっしゃっていただきましたように、我々としては努力をし

ていきたいということでございます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 一般財源からの繰り入れも十分に最大の努力をもって検討をし 

ていくというふうにお答えをいただいておりまして、はっきりと明言はいただけません

でしたけれども、ぜひとも今おっしゃっていただいた方向で実現して実施をしていただ

きたいというふうに強く要望しておきたいと思います。 

 次に、減免制度についてということですけれども、今、申し上げましたように、増税

特に構造改革による住民への負担増によって保険税が払えないという状況が今後広がっ

てくることが予想されます。保険税が払えないということによって保険を受けられない

という人を出してはいけないというふうに思うんですが、保険税の減免の実施について

町はどのようなお考えをしているでしょうか。担当課にお聞きしたところ、減額として

行っていますということですので、現在行われている状況とあわせてお聞きをしたいと

思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 国民健康保険税におきましては、当該年度の前年の所得 

が低い方々につきましては減額措置を行っているところでございます。例えて申し上げ

ますと、世帯の所得が３３万円を超えない場合につきましては、均等割額と平等割額を

７割減額することといたしております。さらに、世帯人数と所得に応じまして５割、２

割といった減額を実施をいたしているところでございます。一応これが現状でございま
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す。 

 それ以外では、条例の規定によりまして、災害によりまして生活が著しく困難になっ

た時などは減免を行うことといたしているところでございます。ただ、所得や収入に着

目した現行上の減免を実施をするということになりますと、そのことによります収入不

足を他の被保険者の方々に求めていくということになりますので、保険税の算定にも影

響を与えることにもなりかねないところでございます。先ほど来からお答えをさせてい

ただいておりますように、累積赤字が多額でございます現在で、新たな減免措置の導入

というのにつきましては、慎重にならざるを得ないというように考えているところでご

ざいます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） やはり申請減免を行うということについては、財政状況を見な 

がらの対応も必要というふうには思いますが、実際に他の市町村でそうした減免を行っ

ているところというのは、一定の基準として生活保護世帯の基準以下の方に対して独自

に減免を行っているという状況があります。実際に部長、今の斑鳩町の財政状況の中で

の実施は難しいというふうにお考えだという答弁をいただきましたけれども、その基準

についてはどのようにお考えになっているでしょうか。考え方として、生活保護世帯の

基準以下に対して減免制度を考えていく方向性は、持てるのか持てないのか。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、ご質問いただいている要旨といたしましては、生活 

保護を受けておられない方で、生活保護基準の以下での所得がおありになる方、そうい

うことでご理解をさせていただいていいんでしょうか。といいますのは、条件的にもよ

るんですけども、生活保護基準の以下の所得の方であれば、一応生活保護を受けていた

だくことが、資産をお持ちとか色々な条件はあるんですけれども、そういう条件がなけ

れば生活保護の受給の対象となる方ではないかというように思っております。そういう

ことで、生活保護の受給者になっていただくことになれば、国保税というのは付加とい

うことにはならないということになっておりますので、その辺でちょっと、どういうこ

とか、質問がご理解出来ないもんですから、申しわけありません。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） すみません、質問の仕方が悪かったと思います。今、部長おっ 

しゃっていただきました資産についても、資産を持っていて高い保険税がかけられる人
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でも、収入が少ないという中で本当にお困りの状況がある人なんかの対応についてのお

考えをお聞かせいただこうと思ったんですけれども、ちょっと質問の仕方が悪かったか

なと思います。その点について、資産は持っていても、保険税がかかってくるという方

に対して本当に払えない状況があるのではないか、そういうふうに私思うんですが、そ

ういう人に対しての減免の基準は考えられんのかどうかということでお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） ご質問いただいている分につきましては、想定する範囲 

の中ではございますけれども、多分７割の減額の対象になられる方ではないかというよ

うに思います。そういうことで、７割減額のご申請をいただければ７割減額ということ

で対応が可能ではないかなというようには思っておるんですけれども、そういうことで

基準を設けるどうのこうのというよりも、そういう対象の方ではないかというように私

の方では理解をさせていただいたらと思うんですけれど。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 私ももう少し調べたいと思います。 

 次の質問ですが、私、保険税を払えない人が保険を受けられないということがあって

はならないというのがこの保険制度についての理念だというふうに思いますし、憲法の

方でも２５条でそのことをうたっておられるように思います。そのことにつきまして、

今、資格証の発行についてお聞きをしたいんですけれども、これまで斑鳩町は資格証の

発行というのは、極力というかしてこなかった、そうした対応をしていただいていると

いうふうに思いますが、今後資格証の発行について同じような考え方で進めていただけ

るのでしょうか。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、質問者も申されてますように、国民健康保険につき 

まして、被保険者資格証明書を国民健康保険では交付するように規定が定められており

ます。しかし、当町では、現在のところ交付をしておらない状況ではございます。 

 国民健康保険は社会保険制度である以上、給付につきましては保険税負担の代価と考

えるのが基本であろうかと、このように思います。また、苦しい中におきましても、保

険税を納付をしていただいている方も数多くおられるところでもございます。こういう

ことから、滞納者に対して何らかの手だてを講じていくことは必要ではないかと、この
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ようにも考えておりまして、今後資格証明書を交付をしていくことは、斑鳩町におきま

しても避けられないのではないかというように考えているところでございます。 

 ただ、滞納者の方でも様々な原因でやむを得ず納付出来ないという事情を持っておら

れる方もあろうかと、このように考えますことから、滞納者のすべてに画一的にこの証

明書を交付していくというのではなくて、滞納の原因が何であるかなどその原因等を調

査をする中で出来る限りの納付を促しまして、被保険者にそのように働きかけていきた

いというようには考えております。それでもなおかつ納付相談や呼び出しにも応じてい

ただけないようないわゆる悪質な滞納者につきましては、負担の公平性という観点から

も何らかのペナルティが必要であると、そうした滞納者の方には資格証明書の交付もや

むを得ないのではないかというように考えているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 一定、本当に悪質というんですかね、そんな方に対しての資格 

証の発行ということで言っておられるのかなというふうに思いますが、決して機械的に

発行するということのないように、これまで対応していただいていると思いますが、そ

うした方向で今後も十分対応いただきたいというふうにお願いしておきます。 

 それでは、次の質問なんですが、色々お尋ねをさせていただこうと思っていましたが

ちょっと時間の関係で、この制度についてまだまだ、後期高齢者制度についてというの

は、７５歳以上の高齢者が全員加入するという新しい保険制度が立ち上がろうとしてい

ますけれども、それにつきまして町長、この制度がどんなものであるか、そしてどんな

姿勢でもって取り組みをしようと考えておられるか、その点お聞きをしたいと思います 

○議長（中川靖広君）  小城町長。 

○町長（小城利重君） 後期高齢者医療制度は、将来にわたり医療制度を持続可能なもの 

にしていくため、国の医療制度改革大綱、平成１７年１２月１日政府・与党医療改革協

議会決定に沿って創設されたもので、医療保険から独立した高齢者のみが加入する新た

な医療給付制度で、平成２０年４月から施行されることとなっております。現行の老人

保険制度が健康保険組合や市町村国保など他の制度からの支援によって成り立っている

仕組みに対し、後期高齢者医療制度は独立した相互扶助の考え方に基づいている制度と

いうことでできます。 

 この制度では、原則として７５歳以上の高齢者は、現在加入している医療保険の資格

を喪失したうえ、後期高齢者医療制度の加入者となり、保険料を負担することになりま
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す。ただし、医療機関で受診した時は、現行の老人保健制度と同じ医療費の１割または

３割を支払うことになります。さらに、この制度の大きな特徴は、県下の全市町村で構

成する広域連合で運営されることであります。 

 このように、今後ますます増加が見込まれる高齢者の医療について、現在医療の給付

が中心となっている老人保健制度を、医療の対象者である高齢者と支援を行う若年者が

適切なバランスのもとで負担を行う制度に改め、負担と給付の関係を明確にすると共に

また広域化による財政的なリスクの軽減を図り、少子高齢化に対応した独立した新たな

医療制度として実施されるものであります。 

 一方、広域連合という新たな体制での制度運営のため、当町におきましては、その事

務が円滑に遂行されるようその事前準備に努めると共に、高齢者の方々が新制度に対し

て安心を持っていただき、適切なサービスが提供されるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） すみません、時間がないのでもう次に行かせてもらいます。 

 それでは、最後の質問ですけれども、以前にも一般質問させていただいておりますが

少子化対策として今県の方で不妊治療の助成を行っていただいております。そうしたこ

とにつきまして、私前回の質問では、県と共に協力して研究をしてほしいという形で終

わっていたかと思いますが、今回、町として県の補助に上乗せをするという形で助成が

出来ないかという、この点についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） この制度が実施をされまして現在時期的にはそれほど年 

数がたっておりません。そういうことから、助成の希望者は増加はいたしているところ

ではございますけれども、不妊治療としての効果というものはまだ検証をされていない

状況でございます。この助成を町の事業として拡大をしていくというのは、こういうこ

とも踏まえまして現在では難しいのではないかというように考えているところではござ

います。今後、県のこの助成制度の動向等も留意をしながら、不妊に悩んでおられる方

に対しまして、プライバシーへの配慮も十分に行いながら、保健センターが相談窓口と

して対応をして、この県の制度の周知とか種々の情報の提供に努めていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １３番、木澤議員。 
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○１３番（木澤正男君） お聞きをしますと、県の方でこの補助制度２年から５年間に延 

長をしてされたというふうにお聞きをしています。そして、そのまだ効果のほどがどの

ようなものかわからないということで、まだその補助制度の取り組みを続けられるよう

ですが、ぜひその見極めをしていただきたいと。 

 そして、斑鳩町の特殊合計出生率、聞きますと、計算の仕方が、町外で生んでおられ

る方が多いのでこんな数字になるのではないかということですけれども、実際に次世代

育成支援の行動計画を立てた時に、１．１２というすごく低い数字であった。というこ

とは、やはり斑鳩町として子どもを生んでいただける体制づくり、そして啓発というの

も十分に行っていかなければいけないというふうに考えます。先日の周産期医療制度の

不備による事故の問題もありまして、しっかりと安心して産んでいただける体制を県に

要望していきますと同時に、町としても町民の皆さんに十分そうした啓発を行っていた

だくように要望をいたしまして私の質問を終わります。 

○議長（中川靖広君）  以上で、１３番、木澤議員の一般質問は終わりました。 

 続いて、２番、松田議員の一般質問をお受けいたします。２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 提出をいたしておりますことについて若干意見を述べて見解をお 

聞きをしていきたいというふうに思います。 

 私が取り上げておりますのは、当面する諸課題と財政の再建方策についてであります

が、その具体的な趣旨として、１つには指定管理者制度についてお尋ねをしたいと思い

ます。サービスの向上と経費の節減を目的とする指定管理者制度を採用した事業の評価

と今後の対応についてお尋ねをしたいと思っているわけであります。 

 指定管理者制度は、平成１５年９月地方自治法改正で導入をされ、これまで公的団体

への管理委託をしてきた公共施設を、各自治体は平成１７年８月までの移行期間、いわ

ゆる３年間に民間を含む指定管理者へ委ねるか直営にするかを決め実施することにいた

しました。このことの目的は、サービスの向上と経費の節減にあると考えます。 

 斑鳩町は、この指定管理者制度を導入し、平成１７年１２月議会で関係条例の整備を

行いました。この改正趣旨に沿うべく指定管理者制度審査会において審査をし、文化振

興財団などを指定管理者に指定することにいたしました。斑鳩町が決定した事業は、い

かるがホールなど３事業であります。指定管理者を決めるに当たって、文化振興財団な

ど現受託者であり、管理者の実績があり、効率的な運用が期待出来るとしています。だ

が、指定管理者は、当初計画では３年としておりましたが、最終的には平成１８年４月
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１日から１年と短縮をされました。それは、その間の執行状況を見て改めて対策を検討

する方向を示したものと考えております。 

 以上のような経緯を得て今日に至っているのでありますが、指定管理者制度実施後の

事業の執行状況をどのように評価をし、今後どのように対応しようとしているのかをお

尋ねしたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 本町における指定管理者制度の対応でございますが、今年の 

４月に、いかるがホール、法隆寺ｉセンター、観光自動車駐車場の３施設において制度

を導入したところでございます。それぞれの施設の指定管理者には、従来の管理委託先

であります財団法人斑鳩町文化振興財団、斑鳩町観光協会を１年間の期間で指定いたし

ております。 

 その評価といたしましては、公共サービスの提供という面では、概ね順調に従来どお

りのサービス維持が出来ていると感じております。ただ、指定管理者制度の創設のねら

いであります住民サービスの質の向上及び経費の節減という点においては、両団体とも

努力をしていただいているものの、１年に満たない現段階におきましては、十分な効果

を発揮するには難しいものではないかと考えております。 

 今後の対応方針につきましては、両団体がこの１年間の指定期間において、今のとこ

ろ大きな問題もなく施設の維持管理が出来ていることから、再度指定管理者として単独

指定する方向で進めてまいりたいと考えているところでございます。また、両団体にお

ける経営的な観点による施設運営をさらに促していくためにも、次の指定の期間は複数

年に設定し、町からも、住民サービスの質の向上及び経費の節減を実現するように、各

施設の運営をチェックしながら、両団体に施設運営の改善を働きかけていきたいと考え

ているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） いずれにしても、この問題は、恐らく来年３月の議会で関係条例 

等の提出が行われて審議をすることになるというふうに思いますので、その際に具体的

な内容については質疑をすることで次に送りたいというふうに思います。 

 ところで、次の欄に掲げております個人情報保護に対する過剰反応から、多くの自治

体で災害時における要援護リストの作成が進んでいません。斑鳩町の場合も例外ではな

いというふうに思います。私は、これまで機会あるごとに、災害はいつ起きるかわから
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ない、足踏みしている場合ではないと警鐘し、現実的な対応を急ぐように訴えてまいり

ました。ようやく最近になって、阪神大震災の被災地である神戸市が作成に動き出した

と報じられています。個人情報漏れに不安を感じる者が多くいることも承知しています

だからといって、住民の安全が行政の最重要事項であり、過剰反応を恐れて対応の遅れ

が許されるものではないというふうに考えます。なぜ援護者リストの作成が必要なのか

という説明を積極的に行うなど、行政としても対応すべきではないかと考えています。

斑鳩町も行政課題としてこの取り組みについて今日検討しているように聞くのでありま

すが、どういう方向が検討されているのか、お示しをいただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 災害時におきまして、要援護者に対しましては、重要な 

支援対策といたしましては、安否を確認をいたしまして、安全な場所へ避難誘導をして

いくことではないかと、このように考えております。このことから、ご指摘をいただい

ておりますように、平常時から要援護者の所在や実態等を把握いたしまして、その要援

護者リストを作成をし、町や地域、関係機関等におきまして情報を共有化することが必

要ではないかと、このように考えております。 

 こういうことから、来年度でございますけれども、一人暮らし高齢者とか高齢者世帯

また身体障害者、視覚障害者等要援護者の方を対象にアンケート調査を実施をいたしま

して、その要援護者リストを作成をしてまいりたいと、このように考えております。要

援護者リストの取り扱いにつきましては、今、ご質問の中でもありましたけれども、プ

ライバシー保護の観点ということも十分注意をしなければならないとは考えております

このリストの作成によりまして、地域の方々の協力のもと災害時の避難誘導や安否確認

等の支援活動が円滑に行えるのではないかというようにも考えているところでございま

す。 

○議長（中川靖広君）  ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） ご説明がありますように、出来るだけ速やかに具体的な対応をし 

ていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

 次に、斑鳩町における生活保護世帯の状況についてお尋ねをしたいと思うわけであり

ますが、まず初めに、憲法２５条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を有する」と定めていますけれども、憲法が言う「健康で文化的な最低限度

の生活」を保障するための経費というのは一体どのぐらいを指しているんだろうかとい



２－28 

うことについて多少議論をしたいというふうに考えているわけでありますけれども、こ

の問題については、今回は一応保留にしたいというふうに考えます。 

 そこで、具体的に、斑鳩町で生活保護を受けている世帯はどの程度あるのか、また生

活保護受給額は平均１人幾らぐらいになるのだろうか、受給者の内訳、いわゆる高齢者

障害者、あるいは傷病者等の世帯がどうなっているのかということなどについて、それ

で生活保護世帯はふえているのか減っているのかということについてお尋ねをしておき

たいと思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 斑鳩町におきます生活保護受給世帯の実態ということで 

ございますが、平成１８年の１２月１日現在でお答えをさせていただきたいと思います

斑鳩町では、６７世帯で１０４人の方が受給をされている状況でございます。１世帯当

たりの平均受給額で申し上げますと９万２，０００円、１人当たりで申し上げますと６

万１，０００円程度という状況でございます。 

 受給者の内訳でございますが、高齢者世帯が３８世帯で６７世帯中全体の５７％程度

でございます。傷病世帯につきましては１３世帯で１９％、障害世帯では１２世帯で１

８％、母子世帯では４世帯の６％という状況でございます。 

 生活保護世帯の状況でございますが、景気の低迷とか雇用構造の変化などによりまし

て年々ふえてきている状況でございます。昨年と比べまして７世帯ふえているところで

ございます。その７世帯増の内訳でございますが、高齢世帯で４世帯、傷病世帯で３世

帯という状況でございます。 

○議長（中川靖広君）  ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） それでは、よく聞くのですが、年金受給者より生活保護を受けて 

いる方が有利な場合があるというふうに聞くわけでありますけれども、そういうような

ことがあるのかどうか、また地域別最低賃金制と生活保護費との整合性についてどのよ

うにお考えになっているのかということについてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 公的年金制度は、国民全体が連帯し、世代間で支え合う 

ことによって、高齢期等における稼得能力の喪失、減退を補てんするものでございます

現役時代における保険料の納付実績に応じた年金額を、原則として個人の所得や資産の

状況にかかわらず高齢期に給付する社会保険方式を採用をいたしております。 
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 一方、生活保護制度は、年金による所得を含め、利用し得る所得、資産等を活用して

もなお最低限の生活を維持することが出来ない時に、不足分に限って保護を行うもので

ございます。その最低生活費は、個々の状況に応じた最低限度の生活全般を保障をいた

しているという状況でございます。 

 現在の基礎年金の、満額水準というのでございますが、月額で約６万６，０００円、

夫婦の方でいきますと１３万２，０００円で、全国これは一律となっております。これ

に対しまして、生活扶助の基準額は地域別に分かれておりまして、斑鳩町の場合は、３

級地の１という地域別に該当をいたしまして、６５歳の単身世帯の方で６万５，２１０

円の支給、そして６５歳夫婦世帯で９万８，６２０円という支給状況でございます。単

身世帯では、基礎年金の方が少し低くなっている地域もございますけれども、全体で見

ますと生活保護費と比べて遜色のない水準になっている状況でもございます。 

 ただ、公的年金と生活保護制度は制度の趣旨や内容が異なりますので、公的年金制度

の年金額と生活保護制度の最低生活費を単純に比較することは適当ではないというよう

にも考えております。 

 真に必要な生活保護を受給することは国民の権利でございますが、だからといって自

分の老後が安易に生活保護の依存につながらないよう老後の設計については真剣に考え

ていただくべきで、生活保護制度につきましては、保護を受けている世帯への訪問など

を通じまして、収入とか扶養の履行状況など生活の状況を十分に確認する必要がござい

ます。こうした取り組みが不十分なために、不正受給が生じたり、生活保護は年金と同

じという意識を生んだりしている側面もあるのではないかというようにも思っておりま

す。生活保護制度の運営の適正化を図り、そのような誤解を払拭していくことが、生活

保護制度にとっても年金制度にとっても必要と考えているところでございます。 

 ２点目の地域別最低賃金制との整合性の関係でございます。地域別最低賃金と生活保

護費をめぐる問題につきましては、これまでも国会などで論議をされてきている経過が

あります。確かに最低賃金が地域によっては月収ベースで生活保護水準を下回りまして

ワーキングプア、働く貧困層と言われていますが、を生む事態となっております。 

 最低賃金は、昭和３４年に、健康で文化的な最低限の生活を保障した憲法２５条に基

づき、すべての労働者を不当に低い賃金から保護をする安全網、セーフティーネットで

ございますが、として最低賃金法として制定をされましたが、その安全網が適切に機能

しているかどうか疑問視をされまして、最低賃金法の見直しを求める声が高まっている
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ところでございます。 

 こうしたことから、最低賃金法の見直しを検討している厚生労働省の諮問機関でござ

います労働政策審議会の部会で、この１１月３０日に見直しの素案が示されてもおりま

す。素案におきましては、地域別最低賃金の額を決める際に、生活保護費の水準を考慮

するほか、最低賃金を下回る水準で雇用した企業に対しましての罰則も強化をされまし

て、来年の通常国会に改正案の提出が予定をされているというように聞いております。 

 最低賃金の水準が生活保護の水準より低いと、労働者を守る安全網の機能が果たせな

いだけではなくて、就労への意欲そのものが奪われてしまいまして、額に汗して働くよ

りもといった社会的なモラルハザードを引き起こしかねないというようにも思っており

ます。まじめに働く人々が報われる社会の構築というものが必要ではないかというよう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中川靖広君）  ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） それでは、次に移ります。 

 初日の本会議において総括質疑の際にも申し上げているわけでありますが、国は財政

が厳しいことを理由に、所得税の定率減税完全廃止などをはじめ老人所得者の給付制限

の政策を次々に打ち出しています。地方自治体もその例に漏れなく住民負担をもたらし

ております。 

 「納税は国民の義務と理解をし気持ちよくと思うけれども、そうはいかない。定率減

税の縮減、老齢者控除の廃止、今年の申告は税が特に身にしみた」「高齢化社会の今、

その高齢者が税に悩み、社会保障制度（年金、医療、介護）において、将来の不安は増

すばかりである」「老人保健の医療給付、通常は１割負担が高所得者は３割負担である

高所得者は、保険料や所得税を所得に応じて支払い、給付を受ける時は、すなわち病気

になると給付が普通より低い。これでは、俗に言う踏んだり蹴ったりである。このよう

な施策は誤りである。給付は平等であるべきであり、財政が苦しいならば、消費税を引

き上げるのが筋であろう」「私は、所得税の確定申告をして国税を納めています。今回

も国民年金、老齢基礎はふえていないのに、住民税や国保税も増税され、介護保険料も

天引きされています。こんな暮らしの中で増税なんて、国民の生活も深刻な時代になっ

ています。私たち老齢者も、国民の義務と思って苦しい暮らしの中から責任を果たして

いるのです。こんな大切な大切な税金をもっと有意義に正しく使用してください」。こ
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れらは、最近新聞の投書欄に寄せられた高齢者の率直な声を抜粋して紹介を申し上げた

次第であります。相次ぐ負担増に耐えきれず、消費税のあり方まで思いをいたさざるを

得ない追い詰められた老人の悲痛な声だというふうに受け止めます。 

 ところが、政府の経済諮問会議は、税制改革のあり方をめぐる集中審議で消費税引き

上げに関する論議は一切なかったといいます。このことについては、来年の参議院選挙

を見通し、都合の悪いことはひた隠しにしながら論議を先送りしているというふうに私

は思います。しかし、この辺についても、なぜ議論をし、一切そういったことが明記さ

れないのであろうか、疑問に思っているところであります。 

 こういった状態にさらに追い打ちをかけるがのごとく、町案におきましては国保税の

値上げが提案されているわけであります。こういった事象についてどのようにお考えに

なっているのか、老人の声をどのようにお聞き取りをいただいているのかということに

ついてお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 相次いで行われました税制改正により、高齢者優遇措置の廃 

止・縮減や定率減税が廃止されることになりました。 

 これまで、６５歳以上の高齢者については、障害を持つ方などと同様に公的年金控除

や老年者控除など、その他の人々よりも優遇する措置が講じられ、例えば６４歳で納税

していた人が、同じ所得にもかかわらず６５歳になれば非課税となるということが生じ

ておりました。また、経済社会の構造が大きく変化する中、急速に進展する少子高齢化

社会においては、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合うということが

必要であり、こうした観点から優遇制度の見直しがされたものでございます。 

 また、定率減税につきましては、平成１１年度の税制改正において、当時の著しく停

滞した経済状況に対応して、緊急避難的に特例措置として導入されたもので、我が国経

済の動向を踏まえ、縮小・廃止されるものでございます。 

 このように、税の優遇措置、特例措置が廃止されたものでありますが、短期間の間に

改正が集中したことによりますことから、高齢者の方への税額が大きく変化し、著しい

負担増を感じておられるということでございます。 

 税制改正につきましては、これまで広報紙に掲載すると共に、申告案内通知にチラシ

を入れてご案内したり、申告会場においても周知に努めてまいりました。また、税務窓

口、あるいは電話により問い合わせをいただいた際にも、制度改正の内容についてご説
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明をさせていただくと共に、さきに述べましたことにつきましてもご説明を申し上げ、

ご理解をいただくように努めてまいったところでございます。 

 国、地方の厳しい財政状況は、これまでの税財政制度を維持していたのでは到底対処

出来ないというものでございます。今、国では道路特定財源の一般財源化について議論

されておりますが、三位一体の改革や様々な構造改革を着実に進めることが最も重要か

つ必要なことだと考えております。また、消費税につきましても、国民に理解の得られ

る改革が十分に進められる中で、なおかつ財源収入を他に求めざるを得ないということ

であるならば、将来的には消費税の見直しも行っていかなければならないかとも考えて

おるところでございます。 

○議長（中川靖広君）  ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 答弁の中でやはり気になりますのは、「定率減税については、平 

成１１年度の税制改正において、当時の著しく停滞した経済状況に対応して緊急避難的

な特別措置を導入されたもので、我が国経済の動向を踏まえ縮小・廃止されるものであ

ります」。これは、景気がどうなってきたのかどうかということを触れずに、国の財政

が悪いからこういった緊急特別措置というものを排除したんだということを、当たり前

のような言い方を実はしている。その反面で、住民の、あるいは高齢者の税額が非常に

大きく変化をして負担増になってきたというふうに感じているということも言っていま

す。そして、それらの関係について理解を求めるために、広報だとか何とかということ

で色々周知徹底を図って理解を求めてきた。さらに、申告の際にも十分、問い合わせな

どがあった際にもそれにこたえてきたというふうに言っているわけでありますけれども

そこに住民の真の声を、あるいは訴えを、苦しみというものを肌で感じているというふ

うに本当に受け止めれるのかどうかということ、極めて疑問であるというふうに私は思

います。 

 特に、こういった関係について、１２月いかるが広報が発行されましたが、その１１

ページのタイトルのつけ方は一体何なのか。このことが端的に私はあらわしているとい

うふうに思うんです。増税負担の納税者の禁裏を逆なでするような広報の記載状況では

ないのか、タイトルのつけ方ではないのかということについて、私は強い憤りを感じて

います。必ずしも適切なものではないんではないか。こういうことをもって理解と納得

を求めているんだという町の姿勢について私は理解が出来ないほど、今日深刻な状況と

して先ほど投書などで出ている関係を紹介をいたしました。そういうことを肌で感じる
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ような、住民に訴えるような、説明責任を尽くしているというふうに果たして言えるの

かどうかということについて、私は疑問に感じているということを申し上げておきたい

と思います。 

 そうしたことから、今日町が行おうとする財政健全化への取り組みとその課題につい

ての指導性などについてお尋ねをしてまいりたいというふうに思います。 

 緊迫感を持った財政運営こそが求められており、適切な指導力の発揮を要請したいわ

けでありますけれども、斑鳩町は、財政健全化の基本方針として、「将来にわたり持続

可能な健全財政を確立するために、基金からの繰り入れに頼らない予算編成を目標に取

り組むことにしている」と言っています。しかし、現実には、平成１８年度の一般会計

では、基金からの繰り入れが５億５１０万６，０００円と過去最高額になっています。

私は、少なくとも年度末の決算段階で黒字額が出た場合の措置としては、翌年度に繰り

入れするのではなく、基金に戻すか公債費の償還に充てることを基本に置くべきではな

いかと考えています。 

 ９月議会で、平成１８年度一般会計の第２次補正予算が組まれました。その主なもの

について、地方特例交付金と地方交付税の１億６，３２３万円の減額、一定の条件を満

たせば、許可から同意に改正されたことを理由に、町債の発行増額と財源の振り替え措

置が行われ、道路新設改良事業債２億４，４５０万円が追加補正をされました。また、

総合福祉会館の建設事業、これは用地取得費でありますけれども、２億３１万９，００

０円を補正、その資金として町債発行は２億１，０００万円としています。このことに

よって、土地開発公社での土地取得費１億９，４７５万４，０００円を減額しています

これが第２次補正予算の内容であったと理解をいたしています。 

 そこで、特に問題としたいのは、一定の条件が満たせば借りるだけ借りようという安

易な考え方のようで、財政運営の厳しさが感じられていないのであります。この予算は

巧妙な運用技術を酷使をしたものと当時の総務常任委員会で私が指摘をいたしてまいり

ました。 

 財政健全化への基本方針を踏まえ、行政、議会、住民が一体となっての取り組みが重

要だと考えています。私は、「議員としての資質の向上と働き度を倍増させ、住民の信

頼と財政健全化に向けての具体的方策として、現行３常任委員会制を堅持し、議員定数

をさらに削減するための素案」を８月２９日議会運営委員会に提示し論議を求めていま

す。 
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 住民の合意がない中で、財政健全化への実効性を高める結論を期待することは困難で

あると思います。住民の一人ひとりが自分の問題として考えられるまでに辛抱強い議論

が必要であることは論を待ちません。財政に対する認識は、今なお甘さがあるのではな

いか。口では財政の危機的状況を訴えながらも、切迫感を持って受け止めようとしてい

ないのはなぜだろうか。 

 その要因は数多くあるでありましょうけれども、その１つとして、膨大な借金を次の

世代に引き継がせないためにも、公費の使い道を厳格にチェックするシステムが欠落し

ているのだと指摘をし、その構築こそ急務であると主張する識者の声も聞かれます。 

 すなわち、日本では、財政法や地方自治法で国や自治体の会計処理は単式簿記で行わ

れることになっています。これは、収入と支出の現金の動きだけを記録する方式で、一

般家計簿と同じ発想にあると言わざるを得ません。これだと、予算どおり支出されたか

どうかのチェックは出来ますけれども、借金が幾ら累積されているか、資産価値がどの

くらい目減りをしているのか、予算が効率的に使われたかどうかがわかりません。 

 欧米諸国では、既に企業会計の考え方を取り入れ、資産と負債の累計などもすべて記

録する複式簿記に移行したと言われています。日本でもようやくその方向で基準づくり

が進められており、斑鳩町でも総務省から出された「地方公共団体の総合的な財政分析

に関する調査研究会報告書」の手法を参考に財務諸表を作成するなどの努力が尽くされ

ていますけれども、法的な根拠を持つものではありません。しかも、下水道事業などの

特別会計にはこの制度が取り入れられておりません。私は、公共下水道事業特別会計な

どは、企業会計方式をとるべきだと考えています。また、現在の監査制度の問題として

も幾つかの指摘がありますけれども、時間の関係もあり省略をいたします。 

 今日、政治は、経済成長と財政再建を両立させる施策を進めようとしています。政府

は、景気は回復傾向にあると言いますけれども、庶民としては全くその実感がないのが

現実であります。世の中は矛盾に満ちて一筋縄ではいかないということも承知をしてい

ます。その矛盾の中でバランスを保つには、知見と経験を加え文意の定かな表現力が必

要だと言われています。今こそ、行政の上に立つ者の指導力が問われていると考えます

指導力とは、決断と説得の２本の柱で立つべきだとも言われています。国、地方共に、

財政再建シナリオを着実に進めていくためには、財政再建と経済活性化の両立という難

題に取り組む必要があります。 

 竹下元首相が、政権の座を絶たれながらも消費税を導入したように、「嫌なことでも
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やらねばならない」と大衆的情熱に迎合しないことも必要であるとしたことも学びなが

ら、世論ということに惑わされることなく、庶民の常識の上に立って指導力を発揮する

ことを強く期待したいのでありますけれども、この点について町長の所見を伺いたいと

思います。 

○議長（中川靖広君）  小城町長。 

○町長（小城利重君） ９月町議会定例会の総務常任委員会におきましても、ご質問者か 

らのご指摘につきましては、真摯に受け止めているところでございます。 

 ５億５１０万６，０００円という多額の財源を基金から取り崩さなければならないと

いう極めて厳しい町財政の現状におきましては、今、求められている課題には果敢に取

り組んでまいるものの、健全財政を確保する見地から、いたずらに財政規模の拡大を刺

激することは避けるべきものと改めて痛感をしております。 

 このためには、ご質問者もおっしゃっておりますように、決算上の剰余金が生じまし

た場合には、翌年度の歳入に編入するのではなく基金に積み立てる、また町債の繰上償

還の財源に充てるなど、本町財政の長期的視野のもとにおける健全な運営の確保に資す

るための基本姿勢そのものが大切であると考えているところであります。 

 また、財政の健全化に向けましては、議会と住民、そして行政が一体となって取り組

むことが重要であります。そして、財政健全化の実行は、職員一人ひとりがこれまで以

上に事務事業の効率や成果等についての意識改革もさることながら、その推進に当たり

ましては、何よりも住民の皆さんのご理解とご協力が必要となってまいります。そのた

めにも、本町財政の現状や財政健全化の必要性を訴えていかなければなりません。町広

報紙等を通じた行財政情報の提供はもとより、住民負担の公平性を確保するための収納

対策や積極的な行政内部の改革などに取り組み、住民皆さんの財政健全化に対する理解

の醸成を促してまいりたいと考えております。 

 最後になりましたが、財政健全化に当たりましては、住民の皆様をはじめ各方面にわ

たり多大なご負担やご迷惑をおかけすることも考えられます。しかしながら、住民の皆

さんに、住んでよかった、住み続けたいと感じていただける、そして次代を担う子ども

たちに自信を持って引き継ぐことの出来る斑鳩町の実現を目指し、平成１９年度予算の

編成を通して、また当町の第３次斑鳩町総合計画や第３次斑鳩町行政改革大綱との整合

を図りながら、私が先頭に立ち、全職員が一丸となって財政健全化を成し遂げてまいる

覚悟であります。ご理解とご協力のほどをお願い申し上げまして、質問者の答弁とさせ
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ていただきます。 

○議長（中川靖広君）  ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 次に、町と県の連帯強化について申し上げておきたいと思います 

 町の行政執行の効率を高めるためには、施策についての県との整合性の確立こそが不

可欠であると考えております。町長は、３月議会で、平成１８年度の施政方針の中で、

「第３次斑鳩町行政改革の後期実施計画を策定すると共に、国・県の動向を見ながら、

時代の流れに合った内容とするために随時、その見直しを行い、大綱に基づく行政経営

型システムへの転換をさらに推進していく所存である」というふうに述べています。 

 一方、奈良県は、「やまと２１世紀ビジョン」で描いている３０年後の奈良の将来像

を実現するため、県が今後５年間に主導的に取り組む「やまと２１世紀ビジョン実施計

画を同時に策定し、県域の３つの戦略資源である『人』『県土』『遺産』を活用した具

体的施策や事業を進める」という。 

 これら具体的な施策や事業は、相互の連携が緊密に行われなければ、効果的かつ機動

的な成果をおさめることは出来ないというふうに考えます。町と県が施策や事業につい

ての整合性を図ることは不可欠の条件であるというふうにも考えます。この点について

の見解をお伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） ただいま質問者もおっしゃいますとおり、県におかれまして 

は、平成１８年３月に、県民の皆様と共有する奈良の目指すべき道しるべといたしまし

て、「世界に光る奈良県づくり」を基本目標とする「やまと２１世紀ビジョン」及び

「やまと２１世紀ビジョン実施計画」を策定されたところでございます。その実現に向

け、「人」「県土」「遺産」の県政運営の３つの戦略資源として総合的にとらえ、具体

的施策や事業を推進されるとのことでございます。 

 また、「やまと２１世紀ビジョン実施計画」を着実に進めていくため、県においては

総合的な政策マネジメントシステムを導入、推進していくこととされており、その中で

施策や事業の評価を行い、予算や組織、定数の見直しなどへ反映させながら、効果的か

つ機動的な施策の推進を図ることとされており、当町におきましてもこのような県の取

り組みへの整合性を図ることは不可欠のことであると認識をいたしておるところでござ

います。 

 例えば、「遺産」であります藤ノ木古墳の整備や（仮称）文化財活用センターの活用
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につきましては、その事業期間が「やまと２１世紀ビジョン実施計画」に掲げている

「平城遷都１３００年記念事業」と重なりますことから、より広く斑鳩の魅力を発信す

ることが出来るよう県とも協議を進めながら連携を図るなど、県の施策・事業との整合

性を配慮することによってより効果的、効率的な事務事業の執行に努め、事業の充実を

図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（中川靖広君）  ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 私は、当面する諸課題と財政健全化方策について若干意見を述べ 

見解を伺ってまいりました。これらにつきましては、すべては平成１９年度予算にかか

わっていく問題の分析であり、あるいは期待でもあります。そうした意味合いで、私は

３月議会における町側が示される施政方針ないしは予算編成の過程を極めて注目をした

いというふうに思っているところであります。そうした立場から意見なり見解を伺って

まいりました。 

 町長は、１２月議会の提出議案説明の中で、平成１９年度の予算編成についてこのよ

うに述べています。「来年は、町制施行６０周年の節目の年を迎えることになった。一

つの区切りとして、今日までの町の歩みを振り返り、今後の新たなまちづくりのために

非常に厳しい財政状況の中ではあるが、今、この時期に対応しなければならない課題に

ついて果敢に取り組むと共に、財政健全化に向けた取り組みを反映した予算編成となる

ように全力を尽くす」とその心構えを述べていることに期待をいたしまして、私は３月

議会の予算編成段階における諸方針を見守っていきたい、このように考えまして本日の

質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（中川靖広君）  以上で、２番、松田議員の一般質問は終わりました。 

 午前１１時まで休憩いたします。 

         （午前１０時４７分 休憩） 

 

           （午前１１時００分 再開） 

○議長（中川靖広君）  再開いたします。 

 次に、１２番、木田議員の一般質問をお受けいたします。１２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） それでは、質問を順次させていただきたいと思いますけども、 

その前に、特に私が住んでおります幸前の町民、特に有権者より、疑問ありというよう

な質問を今までに何度もいただいております。焼却場自体が、長期における操業により
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まして、地元の要望が色々と出されておりますけども、これらがクリアされておらない

というような状況でございまして、本当に行政が真剣に取り組んでいるのかについて質

問を行いたい。特に心して聞いてもらいたいのは、私の事務所に対して、焼却場に出入

りする車両の監視場の設置要望があります。すべての日々のデータの収拾により、地元

との協議事項の遵守と条例の正確な履行が実施されているのかの確認も含めて回答をし

ていただきたいと思います。 

 まず１番目の事業所ごみ収集についてであります。 

 私の９月の１９日の厚生常任委員会での質問に対し、それになされた対応について、

いかに解決されるのかについて、早急なる解決がなされなければ、ずるずると今の状況

が継続するものと思いますので、行政がどのように検討されたか、その内容と今後につ

いて問うということでございまして、その時の私の質問に対して、業者の持ち込みは否

定されましたが、結果としては行政の不備を認められたと私自身記憶しております。そ

の後の１１月の委員会においても何の返答もなく、事の重要性を全く感じておられない 

 事業所ごみの収集は、業者は収集はしておらないということでございまして、事業所

個々の持ち込みに対しては引き受ける。町内での発生ごみについては町が責任を持って

処理する責務があることは明白でありますが、私が申し上げたのは、業者すなわちパッ

カー車で持ち込んでいる業者があるということに対して理事者は否定されました。余り

にも認識不足は明白であります。その後においても、何ら対処することなく業者は毎日

続けて持ち込んでおります。責任ある行政としてはどのように対処しようと考えておら

れるのかについて、日程も含めて今後の善処方、対処方を聞かせていただきたいと思い

ます。 

○議長（中川靖広君）  芳村助役。 

○助役（芳村 是君） 質問では、９月１９日の厚生常任委員会において、私が業者の持 

ち込みはされてないという答弁をしたことは事実です。今も質問者がおっしゃってます

ように否定したと、こういうことも事実でございます。 

 その解釈といたしましては、町として事業所から出るごみ、これは町内で収集しなけ

ればならない。その処理の方法は、事業所が自分みずからうちの処理場に運ぶというの

が、これは条例で決まった内容でございます。 

 私の解釈といたしましては、収集業務を業としている者が本町の衛生処理場に持ち込

むというのじゃなしに、当然斑鳩町は収集業務の許可制を条例で定めておりません。し
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たがって、収集業者が斑鳩町でごみを収集したり処分したりすることは出来ないという

解釈をもって、現実にパッカー車で運んでいるのは、単なるその車を持って対応してい

るということの判断。したがって、各事業所がその車をリースして、そして自分とこの

ごみを本町の処理場に搬出していると、こういう解釈をもって私が否定したというのが

事実でございます。 

 木田議員から言われれば、何ちゅう解釈しとるのだと、大きなおしかりを受けるかも

わかりません。しかし、私としても、そういうようなことがやはり常に行われているこ

とについては危機感を持ってます。したがって、これまで黙っていたわけじゃないわけ

です。担当課に言うて、そして業者に今の状況を変えるように指導をしております。 

 また、事業所がごみの持ち込みをするのであれば、そういう事業所の名前で持ち込む

ようにということも指導してきました。しかし、現実はご指摘のように、うまくいって

ないのが状況でございます。我々一番懸念に思うてますのは、斑鳩町以外のごみも入っ

てくる可能性もある、こういうこともございます。そういうことも含めながら、抜き打

ち検査をいたしまして、そしてその指導の徹底も図っていると。しかし、ごみの量が多

くなっていることも事実でございます。 

 この問題につきましては、町長からいつも、業者は持ち込みあかんでと、適正な措置

をせいということを私に直接指示をしておられます。私もそれを十分認識しながら考え

ておるわけでございます。 

 しかし、今の状況を考えますと、即是正するのは難しいと私は思うんです。これから

していくには、事業所の持ち込み制限を加えて随時少なくしそういうような行為が出来

ないようにしてまいりたいと、このように思いますから、十分この点理解していただけ

なければ、今すぐその状況を、町としては受けられないとした場合にどういう状況にな

るかということが懸念されるわけでございますから、そういうことも含めてトラブルの

ないよう、事業所やそういう業とされる方々に対して説得を続けてまいりたい。そして

幾分か緩和、緩和しながら、この行為をやめるようにしてまいりたいと、このように考

えてます。 

 我々といたしましては、やはり許可制を与えていない限りにおいては、本町において

業とする車は走れないわけでございますから、そういうことを含めながら、ごみは業と

する者の持ち込みは避けてまいりたいと、このように考えておりますので、その点十分

ご理解を願いながら、これからも木田議員の指導も得ながら、我々も適切な対応をして
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まいりたい、このように思ってますから、この点については十分理解をしていただきた

い。私の９月１９日の委員会で答弁したことに対して、すぐ担当課、担当部長とも色々

話しながら、やはり木田議員のおっしゃるような形で、危機感を持ちながら対応してい

こうという決意をしております。しかし、先ほど申しましたように、すぐそういうよう

なことが出来るということは非常に難しい。随時持ち込み制限等を加えながら、こんな

言葉言うたらどうかと思いますけど、真綿で首絞めながらその拒否に向けて取り組みを

講じていきたいと、このように考えてますから、その点十分ご理解願いたいと、このよ

うに思います。 

○議長（中川靖広君）  １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 条例の１８条の中で、「町の処理施設に事業系一般廃棄物を搬 

入しようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しその許可を受けなけ

ればならない」と、こうはっきりうたってますわな。だけど、それに対して町長は、今

の話を聞いておるところによりますと、許可は出しておらないという、そういうことは

歴然とはっきりとしておりますので、やっぱりこの点は、何のための条例かということ

を考えていただいて、早急なる対応をやっぱりとっていただかなければ、そんなんいつ

までもずるずるとやっていくようではやっぱりおかしいなと、私はそういうふうに思い

ますけど。だから、この条例自体は、つくった時点で、それを守るために条例とか法律

とか規則とか色々そういうなんつくっておるわけですやろ。だから、それをやっぱり出

来るだけ遵守してもらいたいなと、そういうふうに強くお願いしたいと思いますけど。 

○議長（中川靖広君）  芳村助役。 

○助役（芳村 是君） 本町は、先ほど私申しましたように、町以外のごみを搬入される 

ということも考えながら、本町に許可制の条例を制定していないと、こういうことでご

ざいます。これは、業者からすれば、条例を変えて許可制にしてくれと、斑鳩町だけや

んかということも言うております。けども、我々といたしましては、先ほども木田議員

も心配しておられるように、他の地域のごみが搬入されるということから許可を出さな

い。そうすれば、逆に考えれば、条例で許可制をしないと、こういうことでございます

から、今後、色々なことについての問題は別といたしましても、現在はそういうことで

ございますから、条例の変更は考えておらない、こういうことでご理解願いたい。まし

て、今も言われましたように、この問題につきましては、ぜひトラブルが生じないよう

な形で対応してまいりたい、このように思ってますから、ひとつご理解願いたいと、こ
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のように思います。 

○議長（中川靖広君）  １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 私が一番心配しておりますのは、やはり将来的に焼却場、あそ 

この事業所を委託にするというような考えを持っておられるということを今までから聞

いておりますので、そういう事態になれば、やはり他町村というんですか、近隣からの

そういう町内で発生する以外のごみの持ち込みが多々あるようにやはり心配しているわ

けです。だから、出来るだけ町内で発生したごみは、町内の作業をしておられる方には

大変な負担になるかもわからへんけども、やっぱり町の収集車によって持ってきてもら

ったらそういう心配はないように思いますけど、だからこれからどれぐらいたったらま

た、それは少々の年月では委託には変わらんと思いますけど、やっぱりそういう危惧も

あって私は申し上げておるのであって、私はそんなんその時分になったら何も議員やっ

ているかやってないか、そんなんわかりませんよ。だけど、やはりあこに住んでいる以

上は、みんなの合意を得てあこで操業をさせていただいておるということに対して、や

っぱりもうちょっと真剣に取り組んでいただかなければ、まだあと６年あるとか、この

前のなにでも、今４年たっただけやと言うてはりますけどね、６年みたいなんすぐたつ

と思いますので、やはりそういうことのないようにもうちょっと心がけてもらいたいと

そういうことを強く要望しておきたいと思います。 

 続きまして、今でも毎日持ち込まれておる状況は知っておられると思いますけども、

そのごみの内容について、個々に焼却場にごみをほかしに、持ち込みに来られる町民の

方がかなりやっぱり日々おられるわけです。その人たちのごみの現状を視認されたこと

に対して苦情を聞かされます。町民に対しては分別収集の徹底を申し上げ、そして受け

取ってはならない業者の持ち込みごみについてはそれが徹底されておらない。はっきり

言えば、町民は有料のごみ袋に入れて持ってこられる。木の剪定したくずとかについて

は、缶々というんですか、目方量ったなにで料金払うからいいんですけども、特にダイ

オキシンの発生とか言われる黒い袋に平気で入れて持ち込まれるということに対して、

やはり事業所に対して、そういうものを持ってこられるとそれは受け取りませんよと、

それぐらいはっきり言うべきやと、そういうふうに思います。特に町民は、植木の剪定

の枝葉、それ相当量の有料袋代として払うておられますけど、やはりその人たちは、私

らが一生懸命分別収集しても、持ち込んではいけない業者がごみの黒い袋に入れてそれ

で持ち込んでおられるということに対して、大変な疑惑というんか疑念を持っておられ
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ます。その善処方を、私も今までから、今回初めてではないんですけれども、やはりそ

うして申し上げておるのに、まだいまだに善処されておらないということは、これから

もなかなかそういうことは出来にくいように思いますけど。 

 だから、私は、助役さんも町長も上層部の方も、やはり現状を知っておられるのかど

うかということですわ。８時から８時半の時間帯になったら、毎日やっぱり持ってこら

れますやん。そしたら、その時間帯に町民の方はごみを持ち込みに行かれたら、それを

必ずやっぱり見られるわけですわ。それで、うちらの前を走る時でも、堂々と後ろの見

えるところに黒い袋いっぱい積んでやっぱり走ってますやんか。そうしたことが平然と

行われているというのが、私はちょっとおかしいなと。そういうことがないように、町

民の生命財産を守るというのはやっぱり町として当然のことやと思いますので、私かて

これはどんななにあったって、命かけてやっぱり議員もやらしていただいておりますの

で、だからそれぐらいの気持ちを持ってやっていただかなければ、私何ぼ言うたって、

そんなん今日終わったらしまいやと、そういうふうな考えでおられたら私は納得出来な

いので、この点についてもっとやっぱり積極的にやってもらいたいなと。 

 それについては、全国的にも事件や事故とかいうような不祥事が発生しておりますけ

ども、そういうことは抜きにしても、斑鳩町内の焼却場、あるいは鳩水園とか色々そう

いう施設ありますけど、そういうとこではそういうことの起こらないように積極的にや

っていただきたいと思いますけど、それについて、今後色々と、ぼつぼつやけどやって

いきますと、助役さんはそうして回答してくれはったけども、やはりそれでは十分な回

答と私自体はそういうふうには思いませんけども、もうちょっと力を入れた答えをいた

だきたいなと思いますけど、それについてお答え願いたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  芳村助役。 

○助役（芳村 是君） 今のそういうような町が指定しないごみ袋等の搬入ということは 

常々私も担当課の方から聞いておるんですが、もしもそういうような形で持ってきた場

合については、次からもう取りませんというてきつい指導をしていると、こういうこと

を聞いております。 

 ただ、今、ご指摘のように、私が現場へ行ったかとおっしゃるならば、行ってません

これから行きたいと、このように思います。 

 やはり、この件につきましては、先ほども申し上げましたように、やはりすぐにその

解決をやるということは非常に難しいということを思います。ただ、ぼつぼつというこ
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とじゃなしに、やはり制限を加えながら、そして業者、また事業所に徹底した指導をし

ながら随時解決に向けて進んでいきたいという決意でございます。 

 我々といたしましては、やはりあの場所において衛生処理場を設置させていただくに

は、相当付近の多くの方に不利益を与えているということを思うております。そういう

ような不利益を与えないように我々は常に考えなければならないと、このように思って

おるわけでございますから、先ほどもご指摘の中にあと６年、そういうことやなしに、

常に住民の生命財産を守るという認識のもとに、ダイオキシンの排出等含め常に検査を

しながら、一つでもそれを上回るような数値が出るならば対応していくということで頑

張ってまいりたいと、このように考えておりますから、この問題につきましては、ご指

摘はよくわかります。当然すぐやれということのご指摘はよくわかるんですが、なかな

か難しい点があるということも含めながら、やっぱりトラブルの生じないような形で随

時対応をしてまいりたいと、このように考えてます。 

○議長（中川靖広君）  １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 今、助役さんも、施設自体を、余りにも、見にも行っておられ 

ないというような、いみじくもそういう答えが出ましたけどね、やっぱり町内の施設に

ついては、やはり時々、庁舎内だけを巡回するというんか、そういうことでなしに、や

はりそういうとこも積極的に、どういう状況になっておるかとか、それは確認してもら

いたいなと。これは忙しい身であるからなかなか行けないのかもわかりませんけど、そ

れはちゃんとした現状を把握してもらいたいなと。そういうことで、これからも時間が

あったら行っていただきたいと、そういうことを要望しておきたいと思います。 

 次に、こういうことではいかんのですけども、・番目の持ち込み業者は１業者だけな

のか、それと月間持ち込み数量とその金額について聞かせていただきたいということな

んですけども、まずそういうことはいかんということでこの答えが出せるのかどうかと

いう、そういう心配も私自体しておりましたんですけども、それについて回答が得られ

るのかどうかということと、それと、今までから一生懸命行財政改革のために頑張って

おると言いながら、やはり焼却場の経費についてはかなり年々高額になっております。

よって、積極的にやはり焼却施設に対しての取り組みがなされるべきであるのではない

んかなと、私自体はそういうふうに思いますけども、１１月の末ごろ、炉の中のレンガ

積みも行われたように記憶しております。やはりそんなんで、年々そういうふうな形で

費用を投じていかなければ、やはり焼却場の炉自体がもたないというような状況の中で
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ごみの減量を打ち出しながら、そうした持ち込み量をなかなかうまく調整出来ないとい

うようなことであっては、これからも大変な費用がまたかかってくるように思いますの

で、その点について、答えられなかったら結構ですけども、わかんねやったら教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  芳村助役。 

○助役（芳村 是君） 先ほど私が衛生処理場に実は行ってないというのは、収集してい 

る業者の搬入時においては行ってない。ただ、全般には行かしていただいております。

それだけちょっと理解願いたいと思います。 

 したがって、今、どれだけの業者が搬入しどれだけのトン数が来たのかということで

ございますけれども、個人分の分析は非常に難しい。ただ、本年度１１月分の事業所の

持ち込みでは、５２事業所から約１８２トンの持ち込みがございます。手数料といたし

ましては、１７９万５，０９０円となっておるところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 事業所は５２カ所で１８２トン、それで１７９万５，０００円 

と今聞かせていただいたんですけども、業者としてはその１業者だけなのか、まだほか

にあるのか、それを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  芳村助役。 

○助役（芳村 是君） 収集業を業としている業者、これは私の知る限りにおいては大き 

な３業者だと。ちょっと担当課から。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、助役さんの方から答弁がありましたように、私ども 

の方も３業者ということで把握をしております。 

○議長（中川靖広君）  １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） やはり、そうして、私今までから１業者だけというふうに理解 

しておったけども、やはり３業者もこうして入ってきておられるということになったら

それを止められないような状況になっていくんではないかということを心配しておりま

す。とにかくそういうことの出来ないようにこれからも考えて頑張っていただきたいと

思います。 

 それから、今、３業者と申されましたんですけども、これが何年ぐらい以前から事業

所ごみの持ち込みが始まったのかについて問うということでありまして、この件につい
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ても、いつからかということがはっきり答えられるかどうかちょっとわかりませんけど

も、その３業者、それらがいつの時期からこのように持ってこられるようになったのか

それについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  芳村助役。 

○助役（芳村 是君） この各事業所がリースしてごみを焼却場へ持ち込むという状況は 

この条例が、事業所のごみを町で処置するという改定した時点、いわゆる平成５年ぐら

いから１業者がやったということを聞いてます。その後、平成９年か１０年ごろにまた

色々問題が起こりまして、大きなトラブルがあって、町としてはだめだと蹴ってきたわ

けですけども、今、さきにやっている業者の形をもって搬入されると、こういうことで

ございます。それが、１業者が平成９年か１０年ごろ。そして、最近といいますか、ま

た１業者がそういう格好で持ってきた、こういうことでございます。はっきりした年度

年月についてはわかりませんけれども、私記憶している限りはそういうことでございま

す。 

○議長（中川靖広君）  １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） だから、年々こうしてふえていくような状況が、やはり減って 

いくねやったら結構なんですけれども、ふえていくような状況をつくり出しているとい

うところに大いなる問題点があるように思います。何も私があそこにおるからというこ

とでなしに、やはり理事者も議員の皆さんもそれを理解していただいて、もっと真剣に

これについては取り組んでいただかなければ、町内で発生したごみは町内で処理すると

いうそういう理屈はわかりますけども、私が心配しておるようなやはり他町のごみを持

ち込んでということは、これは調査すればすぐわかることであって、そこまではするこ

とも、私としてはしたくないことなんですけども、やはり町民の生命財産を守るという

立場に立てば、これからやっぱりそういう方向にも向かっていかなければ、町が何もし

てくれなかったら、そういう方向に持っていって、やはり施設自体を休止、廃止に持っ

ていかなければいかんように、私はそういうふうに思うております。とにかく、そうい

うことのないように、やはり町ももうちょっと力を入れてやっていただきたいことを強

く要望いたしてこの項は終わりたいと思います。 

 次に、いつも皆さんもおっしゃいますけども、一般質問での回答に対する経過につい

て問うということで、本年３月２日の一般質問に対し対処方を、一昨年にこれ申し上げ

たんですけども、その時に再度要望したところでありますが、現在も未改修の状況につ
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いて問うと。特に法隆寺国際高校周辺の歩道の改善については早急にと申し上げたとこ

ろでございますけども、調査をしてからとかいうそういう回答だったと思いますけども

町内における交通事故死者も本年も発生している状況でございます。水たまりを避けて

車道に自転車や歩行者が出る場合も多々ありますので、早急なる改善を要請したいと思

います。 

 来年４月より県立片桐高校との合併によって生徒数も少しはふえるのではないかと、

そういうふうに聞いておりますけども、やはり通学ルートとしては、法隆寺駅よりのコ

ースと大和郡山よりのコースと町内よりの３コースに分かれるというふうに思いますけ

ども、いずれのコースにおいても、やはり通行車両が多いルートとなっております。今

まで高校生ということで大事故にはつながってないようには思いますが、やはりいつも

渋滞するような場所でもあり、事故が発生したらかなり大きな事故になるというそうい

う心配がありますので、出来ることなれば今年度中、３月までにそれを、新年度から登

校せられる時には整備されたその歩道を通れるようにお願いしたいなと思いますけど、

この件について、今年度中に出来るか出来ないかで結構ですので教えていただきたいと

思います。 

○議長（中川靖広君）  藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） ご質問をいただいております斑鳩・法隆寺国際高校西側 

の町道の歩道部分の舗装補修についてでございます。先ほどありましたように、この３

月議会の中で、１８年度中に施工をする旨お答えをさせていただいており、現在作業を

進めております。この中で、斑鳩・法隆寺国際高校前の歩道部分以外の部分も対応すべ

く考えておりまして、施工場所、そして予算等の調整で少し遅くなっております。年明

けには発注をしてまいりたい、このように考えております。よろしくお願いいたしたい

と思います。 

○議長（中川靖広君）  １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） よろしくお願いいたしたいと思います。 

 これをもって私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  以上で、１２番、木田議員の一般質問は終わりました。 

 午後１時まで休憩いたします。 

         （午前１１時３２分 休憩） 
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         （午後 １時００分 再開） 

○議長（中川靖広君）  再開いたします。 

 続いて、１４番、里川議員の一般質問をお受けいたします。１４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） それでは、私の一般質問をさせていただきます。 

 今回の一般質問は、時期的なものもありますので、来年度の予算にかかわるもの、ま

た町の姿勢を確認しておきたいものを取り上げさせていただいております。項目がたく

さんありますが、考え方をお聞きいたしますので、簡潔なご答弁をお願いいたします。 

 まず、１点目ですが、住宅耐震診断補助について。 

 この件につきましては、本年、募集件数２０件で進められ８件ほどオーバーしたと、

それを抽選されて８件を切り捨てられたというようなやり方を斑鳩町ではされたという

ふうにお聞きしております。平群町など近隣の中では、募集件数をオーバーした時に、

県などと相談をし、追加になってもいいということを確認をされ、補正予算を組んで上

回った件数に対応したというふうに聞いております。そういうことが出来るのになぜ斑

鳩町ではオーバーした分を切り捨てようという、そういう考え方になったのかという部

分が私はちょっと理解が出来ないというふうに思っておりましたので、この際ですので

どういう方針でそういうやり方となったのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 住宅耐震診断補助についてのご質問でございます。 

 今年度につきましては、耐震診断に係ります募集チラシを住民の方々に配布をいたし

まして２０件の募集を行いましたところ、２８件の応募がございました。抽選をいたし

ました際には、１件棄権ということで最終２７件で抽選を実施いたしました。そして、

２０件の助成決定を行ったところでございます。今年度につきましては、本制度の初年

度ということもございまして、耐震診断に対する住民のニーズの状況を把握をさせてい

ただくという意味合いもございまして、抽選という形をとらさせていただいたというこ

とでございます。ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） そして、切り捨てられたという言葉はよくないかもわかりま 

せんが、希望されたけれども受けれなかった７件の方々について私は心配をしているわ

けなんですが、この事業につきましては来年度も引き続き行われるのか、そしてまた今

年のような状況になった時にはどうするのか、そして今年抽選から漏れた方については
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どのように町の方はお考えになっているのか、総合的に来年度に向けてこの補助事業に

ついての考え方を示していただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 来年度につきましても、募集件数を定めて募集する予定 

はいたしております。今年度において募集件数を上回ったという応募結果を踏まえまし

て、応募状況によっては、国、県の追加補助の状況を確認しながら、可能な限り多数の

方に診断を受けていただけるように対応していきたい、このように考えております。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 近隣で先ほど申しましたような状況もある中で、今年抽選に 

漏れた、また漏れたというような、そういった状況のないように、ぜひとも積極的に住

民皆さんの希望を組み入れてこの事業を進めていただきたいということをお願いしてお

きます。 

 それでは、２点目に移らせていただきたいと思います。 

 ２つ目につきましては、学校給食の調理・洗浄業務について委託をするという段にな

ってまいりましたが、このことにつきましては、行政改革という考え方の中での効果と

してどのように評価をしておられるのか、その見方について見解をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 学校給食の委託に係ります行革の効果ということでございます 

が、まず斑鳩町の学校給食の運営につきまして若干説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 現在、正職員９名、それから臨時職員１３名の体制で各学校において実施をいたして

おります。臨時職員数が正職員を上回る体制で給食の調理・洗浄業務を行っているのが

現状でございます。また、正職員の退職の状況につきましては、平成１６年度に１名、

それから平成１７年度末で３名の退職がございました。さらに、１８年度末で１名が退

職を予定されているところでございます。そのほかにも、定年を控えた調理職員も多く

ございまして、このまま退職職員を臨時職員で賄っていくということになりますと、一

部の正職員に大きな責任や負担がかかってくることになってまいります。 

 一方、第３次斑鳩町行政改革実施計画でも、「新しい時代に対応出来る施策の抜本的

見直し」という観点から、教育委員会におきましては、給食調理業務の委託が推進課題



２－49 

として位置付けられているところでございます。 

 こうした背景から、斑鳩町では、現在の自校方式を堅持しながら、より安定した人員

を確保するためにも、平成１９年度から学校給食の調理・洗浄業務を民間に委託いたし

まして実施することといたしているところでございます。 

 ご質問いただいております行革の効果としての見方でございますが、調理・洗浄業務

委託の対象と考えております経費は、現在、給食調理員の人件費、給食調理員の検便手

数料、あるいは指曲がり症の検診費用、そして被服等の消耗品でございます。この経費

の１７年度の決算額でございますが、８，１２１万８，４２４円でございます。 

 委託費用は、先進地の契約状況を見ましても、食数、つまりその学校の児童数掛ける

給食回数でございますが、その食数によりまして１食当たりの単価も幅がございます。

各学校によりまして契約単価が変動することが予想されているところでございます。５

校合わせまして約６，２００万円、現在やっている給食の状況を５校合わせまして約６

２００万円になると試算しております。それから比較しますと、約１，８００万円程度

の経費節減につながっていくんではないかというふうに予想をいたしております。 

 なお、委託実施校につきましては、現在学校栄養職員を配置いたしております学校か

ら進めてまいりたいというふうに考えております。これは、委託には、学校栄養職員に

よる給食運営の管理あるいは指導が必要というふうに考えているからでございます。今

現在３校が県からの栄養職員が配置されております。残り２校につきましては、委託を

導入する時に町費で栄養士を配置いたしまして、給食を安全かつ安心して提供出来るよ

うに考えていきたいというふうに思っています。 

 今現在、県より学校栄養職員を配置されている３校を委託実施した場合の経費節減の

予想でございますが、約１，０００万円と試算いたしておりまして、行政改革の費用効

果は、３校を委託した場合約１，０００万円というふうに考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） ただいまの教育長のご答弁を聞きまして、実は行革に偏った 

見方をされているかどうかというところを心配しておったのですが、非常にいいご答弁

をいただいたというふうに思っております、私自身は。食育の観点からも自校方式は守

ると言っていただいておりますので、それはそれでぜひとも続けていっていただきたい
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ということと、行革としての見方の中で経費節減もありますけれども、私は教育という

のは、削るばかり、マイナスばかりを追いかけるべきではない、そういうものではない

というふうに思っております。削ってマイナスにして、それが子どもたちにどうはね返

るのかということを常に心配をしております。そういった中では、やはり常々町長がお

っしゃっておられると思います最小の経費で最大の効果を図る、最大の効果を得るとい

うことを常々おっしゃっておられますが、それこそ最大の効果、子どもたちのために最

大の効果を得るために、削っては得れないような時にはやっぱり削らないでほしいなと

いうふうな思いを持ちながら、この問題についてずっと私自身は考えておりましたが、

教育長の答弁をお聞きする中では、そういった心配も余りないように感じています。 

 それともう１点、この業務委託にかかわりまして、以前に一般質問もあったと思うん

ですが、もう大体この契約についての具体化というのはおよそ終わっているのではない

かなというふうに思っているんですが、現場の意見などがきちっと生かされたものにな

ったのか、そしてまた栄養職員のかかわりが十分出来るものとして明確になっているの

かというところについては、非常に心配なところです。およそ具体化は終わっていると

思いますので、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 今後、入札等で業者は決定していくわけでございますが、それ 

に係ります委託する要件といいますか、そういうものについてのまとめについて現段階

でのことを申し上げておきたいと思います。 

 委託するのは、先ほども申し上げましたように、調理業務と洗浄業務でございます。

そして、献立づくりや食材の発注は従来どおり学校栄養士が行ってまいります。それか

ら、調理過程におきましても、学校栄養士による立入検査など指導体制を整えてまいり

たいというふうに考えております。 

 それから、受託会社への主な指導事項を説明させていただきますと、調理業務につき

ましては、学校栄養士が受託会社の調理員に献立あるいは調理方法、作業工程の説明を

いたしまして、受託会社の調理員は献立表どおりその調理に当たっていただくことにな

っております。 

 それから、給食の安全性や衛生管理につきましては、教育委員会、あるいは学校、受

託会社が一体となりまして、管理体制の充実に向けまして細心の注意を払いますと共に

受託会社に対しまして、食材の管理、食器の洗浄や消毒、あるいは施設の清掃等につい
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ても厳しく指導していきたいというふうに考えております。 

 それから、受託会社への指導の基準を設定いたしますに当たりまして、教育委員会で

は、現在の職員と約１年間にわたりまして協議を行ってまいりました。そして、その中

で、調理業務あるいは洗浄業務、それに付随する清掃業務について、細部にわたる調理

業務等作業基準を作成をいたしております。それから、受託業者には、契約書類に明記

した上で、「斑鳩町学校給食調理業務等作業基準」と文部科学省作成の「学校給食衛生

管理の基準」に従いまして、確実に衛生管理を行っていただくことを義務づけてまいり

たいというふうに考えております。 

 また、学校栄養職員と協議を重ねまして、これまでと同様の給食業務を実施するため

に、契約条項に漏れ落ちのないよう契約書類の作成準備を進めているところでございま

す。例えば、色々保護者がご心配いただいておりますアレルギー食の対応をきちっとす

ることとか、あるいは学校行事のマラソン大会の賄いに協力することとか、あるいは児

童生徒とのあいさつ・声かけなど心のふれあいを大切にすること等を細かく業務内容を

仕様書に明記いたしまして、円滑に調理・洗浄業務の民間委託を導入することが出来る

ように努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 子どもたちにとって、今までの給食のおばちゃんたちが、や 

っぱりそのまま、委託になったからといって雰囲気が変わってしまうとか、そういうこ

とのないように、そしてまた栄養職員さんが一生懸命、今までもやっていただきました

が、その栄養職員さんの持っておられるノウハウが今後もさらに学校給食に生かされる

ことを願っておりますので、今、教育長ご答弁いただきましたように、契約につきまし

てはそういったところを、特に契約の時には気をつけていっていただきたいということ

をお願いをしておきたいと思います。 

 次に、３点目に書かせていただいている問題なんですけれども、３点目の問題につき

ましては、本年１０月から職員の勤務時間が変更となった件ですが、それに伴う問題と

してお聞きをしたいと思います。 

 特に臨時職員さんには、色々な職種、そして勤務形態があると思います。一般職の皆

さんにつきましては、この庁舎で勤務をしていただいているので現状は一応私たちも見

させていただいているところですけれども、現業の臨時職員さんにつきましては、月給

制であったり日給制であったり時間給であったり、様々な勤務体制というような状況に
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なっていると思うんです。その方たちの時間の、契約されている時に時間が決まってい

ると思うんですけれども、こういった方々の勤務体制が正職の勤務時間の変更とどのよ

うにリンクをされて行われたのかということについて、この際ですのできちっと聞いて

おきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 今、議員もおっしゃったとおりでございまして、当町の職員 

の勤務時間の変更につきましては、国家公務員の勤務時間制度の改正に伴いまして実施

したものでございまして、１０月１日より当町におきましても、一般職の休息時間を廃

止すると共に休憩時間を１時間とするための条例改正を行い、終業時間につきましては

午後５時１５分から午後５時３０分に延長したものでございます。 

 お尋ねの非常勤の職員で日給の現業臨時職員の勤務時間等につきましては、各施設の

勤務体系に応じまして定めているところでございます。休憩時間は、労働による疲労の

回復を図り執務能率を上げることを目的とするものでございまして、すべての職員が取

得出来るものでございます。なお、一斉の休憩出来ない部署等につきましては、適宜交

代で休憩するようにしているところでございます。特に保育所等というような関係につ

きましては、一斉にとれないということの中で、部署の中で調整しながら１時間の休憩

の確保ということで対応していただいているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） １つだけ私このことで気になっていることがあるんですが、 

正規職員と違いまして臨時職員の場合、１年契約であったり、そして募集要綱などを見

させていただきましたら、最初に８時３０分から５時１５分までというような形で書か

れて募集をされているという状況などがある中で、その年度の途中で変更する場合とい

うのは、やはり臨時職員さんと、その契約内容が変わるということであれば、そのご当

人に理解をきちっと求めてやっておられるのかどうかというのが非常に気になるんです

現業職の場合でしたら、非常に臨時職員さんの採用も多くなっておりますし、また最近

では臨時職員さんもなかなか集まりにくいというような話もお聞きしたりしております

そんな中で、雇用する側の方のそういう押しつけみたいな形になってはならないという

ふうに私自身は思っておりますので、そういったことについて十分理解を求めていただ

くような考え方をきちっと町は持っていただきたい。そして、さらに、今、部長の答弁

にもありました１時間の休憩、日給の場合の１時間の休憩の保証というものは、きちっ
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としていただけるようにお願いをしておきたいというふうに思います。 

 それでは、その次に移らせていただきたいと思います。 

 最近、あちらこちらから耳にいたしましてちょっと気になりましたので、質問をさせ

ていただきたいというふうに挙げさせていただきましたのが、来年度行われると言われ

ております近畿視聴覚研究大会並びに放送教育研究大会のメイン会場がいかるがホール

になると、そして斑鳩町の保育所、幼稚園、小中学校などが分科会場となり研究発表を

するというようなことを耳にいたしました。こういう大会のことを私自身は全く知らな

かったので、出来ましたらこの大会の内容、そして研究発表、またこの大会の意義、そ

ういったものをお聞かせいただけたらというふうに思います。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 今、おっしゃっていただいております第５６回の近畿放送教育 

研究大会と第５７回の近畿学校視聴覚教育研究大会、この２つが来年１１月１６日に奈

良大会として斑鳩町で開催を予定されています。メイン会場は、今、おっしゃっていた

だいているようにいかるがホールで、そしてあと各保育所、幼稚園、小中学校について

は、その授業の様子を公開すると、こういうことで公開授業をやるということでござい

ます。 

 今回の研究大会では、「視て、聴いて、豊かな感性と生きる力を育てよう」というこ

とを主題といたしまして、放送設備や視聴覚機器を効果的に活用しながら情報活用能力

を養うことによりまして、体験や問題を主体的に解決出来るような学習を生かしまして

感動や喜びと共に思考の広がりや深まりが持て、またみずから考え行動出来る主体的な

子どもを育てることを目的としております。 

 本大会は、校種別に研究テーマが設けられておりまして、幼児期にはテレビ・ラジオ

番組や視聴覚教材を活用しながら、感動出来る心と主体的に活動する力を育むための環

境構成や教師の役割がどうあるべきかを研究をいたします。小学校では、しっかりと見

て聞く姿勢を育てていくと共に、放送教材により意欲的に学び考える授業内容を研究し

ます。中学校では、放送・視聴覚教材の活用を通しまして、情報活用能力を高める活動

のあり方を研究するというふうにされております。 

 平成１９年度の大会開催を通しまして、各学校・園で新しい放送視聴覚教育のあり方

を研究いたしまして、互いに学び合うことで斑鳩町の子どもたちのみずから学びみずか

ら考える生きる力の育成を図ってまいりたいというふうに考えているところでございま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） なかなか、今の時代にとても重要な研究大会ではないかなと 

いうふうに、今、お聞きしてて感じたんですが、ただこの授業を公開するということで

は、各学校が会場となる、このことにつきまして、教育委員会としてはこれらの大会に

かかわっての調査研究なんかにかかる予算、費用などの予算とか、そういうものについ

てどんなふうにかかわっていかれるのか、来年度に向けて非常に私自身も気になるとこ

ろですので、お尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） この大会につきまして実施いたしますのは、主は、この大会の 

負担金等は、国、県、あるいは近畿、そういったところの負担金をもとにして実施され

ます。 

 この大会を斑鳩町でやられるということで、現在斑鳩町の子どもたちがテレビ・ラジ

オ放送、あるいはビデオなどの視聴覚教材を活用いたしまして、感動出来る豊かな感性

の育成と生きる力を育てるため、斑鳩町で開催されます近畿放送教育大会の支援を行っ

てまいりたいというふうに考えております。 

 それから、調査研究に要します予算についてでございますが、今も申し上げましたそ

の研究大会が負担していただくわけでございますが、１８年度におきましては、小学校

で５名、あるいは幼稚園で３名、それから保育園で３名の職員が研究活動の内容、ある

いは運営等につきまして、１１月１７日に兵庫県で開催されました近畿大会に参加して

研鑚を深めているところでございます。 

 備品につきましても、平成１８年度は、研究調査に必要な備品を整備いたしますため

に、東小学校にＤＶＤのビデオカメラを購入いたしております。また、１９年度におき

ましても、大会参加負担金、あるいは必要な経費を予算計上しているところでございま

すが、今回の研究大会につきましては、学校、幼稚園、あるいは保育園で特別な機器等

を備えるというのではなく、既存の機器を活用いたしまして、放送を通して学習や保育

への意欲を高めながら、学習課題を設定したり、あるいはコンピュータをはじめ各種メ

ディアを活用して、子どもたちがみずから調べた内容を整理し発表したり、あるいは視

聴覚教材を効果的に使った授業改善を研究することによりまして、子どもたちの豊かな
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感性と生きる力を育てていくことにつなげてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 私、この話を聞きまして、また、今、教育長から色々な説明 

も受けまして、来年度斑鳩町の町制６０周年ということもある中で、こういった大会が

斑鳩町で行われる、非常に意義深いことであるというふうに思っております。そして、

先ほどから言いますように、こういう時代です、非常にメディアが発達している状況の

中で、どのようにこれらの教育を進めていけるのか、そしてまたそれが心にどう届くの

か、こういった研究大会の内容が斑鳩町の子どもさんたちに返っていくんだろうな、そ

れをすばらしいものにしていただき子どもたちに返していただきたいというふうに強く

感じました。何とぞこの大会が成功するように、教育委員会としても全力を挙げて協力

をしていってあげてほしいなというふうに思っております。 

 引き続きまして、この教育の部分にも幾らかかかわる問題なんですけれども、次の質

問に移らせていただきますが、小中一貫教育の中で、「特色ある学習の考え方」という

ことで町長の提出議案説明の中にもありました。英会話なども小学校から取り入れて指

導していく、これについては国際化社会の中でそういう取り組みも必要なんだろうとい

うふうに思っております。また、情報化社会の中で、私は、外国語や外来語やカタカナ

が氾濫している、また若者たちの間では短縮した言葉などがはやっているというような

時代の中で、何よりも日本語、日本の昔から使われている言葉というものをまず子ども

たちには身につけていただきたいという願いを常々持っているところですが、今、総合

学習があり、そして週５日制になり、基本的な学力を身につけさす中で、またこういう

いろんな取り組みもある中で、でも基本的な言葉の指導ということについてどのように

教育長はお考えになっているのかということをお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 言葉というのは一番大事なもので、物を伝えるとか、あるいは 

自分で理解をするとかいうことは、すべて言葉が媒介となってきているところでござい

ます。 

 今、小中連携教育では、各研究部でステップを考えて実践をしているところでござい

ます。斑鳩部会では、郷土「斑鳩」を尊び、郷土「斑鳩」を愛する教育を推進をしてい

るところでございます。交流部では、小学校から中学校への移行期におけます学習、あ
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るいは人間関係等の様々な環境変化に対しまして、児童の不安や戸惑いを少なくしてい

くという視点から、小中学校合同によります異年齢集団の交流活動を実施しております

また、英会話部では、英語になれ親しむことをねらいといたしまして、小学校４年生か

ら中学校３年生までの６年間を対象に、英語っておもしろいと思える英会話の授業を創

造いたしまして、英会話によるコミュニケーション能力の育成を目指しているところで

ございます。 

 議員がご質問の日本語の言語能力の育成につきましては、教育委員会でも特に重要と

とらえておりまして、小中連携教育の英会話学習を小学４年生からとしておりますのも

やっぱり小学校低学年ではすべての学習の基礎基本となります日本語の言語能力の定着

を図るのが重要であるという考えから、英会話については４年生から取り入れていると

ころでございます。 

 言語能力の定着を図るための具体的な取り組みといたしまして、斑鳩町のすべての小

学校、中学校では、朝の読書タイムを実践をいたしております。始業前の１０分間、教

師も子どもも一緒に自分で選んだ好きな本を読むことが、読む力と言語能力の向上を図

っているというふうに考えております。「読書百遍意おのずから通ずる」という言葉が

ございますが、これは何度も読んだら自然と意味がわかるということの意味でございま

すが、何度も読むことが大切というふうに考えております。 

 また、斑鳩小学校は、平成１７年度と１８年度、文部科学省と奈良県教育委員会から

国語力向上モデル事業の指定を受けまして、読むことが国語力向上の原点ととらえまし

て、国語の授業での指導方法を工夫いたしまして改善を図っているところでございます

学習意欲を高めることなどに重点を置きまして授業づくりに取り組んでまいりました。 

 また、そうした活動を通しまして、先日、西和消防署が主催いたします「子ども１１

９番弁論大会」におきましても、町内の小学生の児童が優秀な成績を上げているすばら

しい例も見ているところでございます。 

 また、先日の産業フェスティバルでもご覧いただいたと思いますけれども、総合的な

学習の時間でみずから調べ体験した内容を発表したり、あるいは模造紙や冊子にまとめ

たりして、子どもたちが様々な形で表現する機会づくりに努めているところでございま

す。さらに、学校の学年・学級だよりにも、子どもたちの声や文章がよく盛り込まれて

おりまして、様々な機会に自分の文章を発表した子は、そのことが次の書く意欲につな

がりまして、また友達の文章を読む立場に立っても、自分の文章にそれを生かすきっか
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けになってまいります。書いた子も読んだ子も真剣に文章と向かい合うようになり、子

どもたちの書く力を伸ばすことになっていると考えているところでございます。国語力

の向上に大切なことの一つとしては、言葉に責任を持つということであると考えており

ます。漢字の学習につきましても、各学年ごとに前学年で習った漢字を使って文章を書

く機会を多く設けておりまして、国語科はもちろん学校生活すべてにおいて言語能力を

伸ばすための取り組みを進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 私も常々、記憶するということなども言葉に置きかえている 

んですよね。ですから、小さい子どもさんが、言葉が十分しゃべれない子どもさんの記

憶というのはなかなか残っていかないというふうに思っております。そして、物を考え

たり判断したり、そういう時も常に頭の中でそれぞれ言葉が飛び交っているわけなんで

す。そういう意味では、たくさんの言葉を知っている、そしてその言葉を十分に使いこ

なすことが出来る、それによって人とのコミュニケーションがとれる、そしていやでも

勉強などにもつながっていく、学力向上にもつながっていく、非常に重要な問題である

というふうに私自身も考えております。今、教育長もご認識いただいているようにお見

受けをいたしましたので、ぜひともこの言葉の指導については、今後も斑鳩町の子ども

たちのために特段のご努力をしていっていただきたいというふうに考えます。 

 続きまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。次の質問につきましては

私、担当課の方にもお伺いして何度かお聞きしたこともあるんですが、今後の斑鳩町の

姿勢としてやはりお尋ねをきちっとしておきたいというふうに思いますので、質問をさ

せていただきます。 

 最近、住宅の改築などに伴いまして建築確認申請が進んでいきますと、道路の中央か

ら２メートル後退をして家を建てていくという、そういうふうに道路幅を確保していく

というふうな考え方が示されて、町内の色々なところで改築などが進んできているとこ

ろがございますが、特に近隣の住民の方々から、道路が狭いので緊急車両が通れない、

そういったところで何とかこの機会に道が広がればいいなと願っているんだというよう

なことを私はお聞きしているわけなんですけれども、この建て替えに伴ってそういうふ

うに道路の中心から２メートル後退ということで家を建てられている中ででも、なかな

か道路の拡幅や整備が十分されていないという状況もございます。建て替えの時に近隣
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の方は期待をされているだけに、建て替えが終わってもそうならない状況の中で非常に

残念な思いをされている町民の方々もたくさんいらっしゃるようにお見受けいたします

が、これにつきましては町としてはどのようなお考えで対応をしていっていただけてる

のかということについてお尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 建築基準法に伴います道路後退の件でのご質問でござい 

ますけれども、建築基準法では、建築物や擁壁、塀などをその後退部分については築造

してはなりませんということになっているわけですけれども、ただ個人の私有地である

という意思表示のために道路後退部分に石等を置かれているということについては、基

準法上では違反とならないということがございまして、非常に難しい問題であると、こ

のように思っております。 

 しかし、建築行為によって町道等に後退部分が生じるという部分について、町として

寄付等のお願いもしながら協力をいただけるというところについてはその部分の整備を

行ってきているという状況でございます。そういう後退部分があれば、声もかけながら

きているわけですけれども、なかなか難しい問題にはなってきているということでござ

います。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） そして、聞くところによると、私が申し上げているような状 

況のところでは、特に町としては６メーター道路などの計画もしているというようなこ

ともお聞きしておったんですが、そういう計画があるにもかかわらずなかなかその後退

した部分すら十分に通れるような状態にならずに物を置いておられるというような状況

もあるというふうに私は思っているんですが、これらにつきましてさらに町は今後どの

ように努力をしていただけるのか。私は、やはり後で、間口が狭い道で、中へ入れば広

いんですけれども、そういったところに救急車や消防自動車などの緊急車両が入らない

しかもその奥にはたくさん家があるというようなそういう状態のところについては、特

に非常に私自身も心配をしているところなんですが、そういった点について町の方今後

どうされるのか、６メーター道路の計画のある部分も含めましてご答弁をいただきたい

と思います。 

○議長（中川靖広君）  藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） ６メーター計画道路、これについても、建築工事をなさ 
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れる段階で、確認がとれた段階で、ここは６メーター計画道路になっているということ

で協力のお願いもしながらきているわけですけれども、なかなか６メーター計画道路と

いいましても、今日まで制限等加わっているという道路でございませんで、計画を立て

られる段階で、もう既に現在の道路の状態によって確認等の図面等も作成されている中

で、なかなか難しいという状況もございます。確認を出されて、町として確認をとれた

段階で、また住民さんからも何とかならないかというご指摘があった段階で、何回か声

はかけに行くわけですけれども、なかなか、あくまでも個人地として残るわけですから

その協力をいただけない限り町として手を出せないという状況にございますんで、根気

よく声をかけていくということにしか出来ないのかな、このように思います。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 建築基準法でせっかく道路の中心から２メートル後退してい 

ただいて、少しはこれで緊急車両が入れるのかなあと期待をされていたけれども、いざ

というと、大きな石を置かれてて、乗用車ですらこすっておられるような現状もあるよ

うに聞いております。今後も粘り強く、斑鳩町の住民の皆さんの安心と安全のためにも

せめて条件が整うのであれば、緊急車両が入れるような道をつくっていっていただきた

いというふうにお願いをしておきたいと思います。 

 それでは、次の７番目について質問をさせていただきたいと思います。 

 ７番目につきましては介護保険についてですが、この介護保険についても、制度の改

正後私はいろんなことを申し上げてきた経過がございますが、特に地域包括支援センタ

ーの運営については、この間私自身も注目をしてまいりました。けれども、特定高齢者

の洗い出し、そして新予防給付の実績の状況がどうなのかということを見る中で、非常

に私自身はやはりこの制度の大変なところ、無理があるんではないかというようなとこ

ろをさらに強く感じているわけなんですが、この地域包括支援センターについては、１

８年度においては社会福祉協議会の方に１，５００万円をもって委託をされている状況

にございますが、これは来年度一体どのようになっていくのかというのが私自身もなか

なか難しいなあと、色々考える中で難しいなというふうには感じているところなんです

率直に今斑鳩町の方では、この点についてどのようにお考えになっているのか。予算編

成時期でもございますので、ここのところをお尋ねしておきたいと思っております。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 質問者もご承知をいただいておりますように、次年度か 
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ら介護予防支援事業の関係で事業所が予防プランを作成するのがケアマネジャー１人当

たり８件までということになってきます。そういうことを考えますと、相当地域包括支

援センターの方に来るのではないかなというようにも思っているところでございます。

こういうことも配慮する中で、予算編成には当然反映をさせていかなければならないの

ではないかというように現段階では考えているところでございます。 

 また、包括支援センター自身におきましても、職員の３人の顔写真も張りながら、包

括支援センターの業務等もチラシで周知をしていただいているという状況でもございま

す。そういうことにつきましても、今後包括支援センターのそういう組織につきまして

も、業務等につきましても十分ご理解をいただけるような形でも取り組んでいかなけれ

ばならないかなというように考えているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今、具体的な数字とかいうものはお答えはなかったんですが 

現段階では非常に地域包括支援センターはご苦労をいただいているというふうに思って

ますが、本来は本年１０月からケアプランはケアマネジャーに８件、再委託は８件とい

う制約があったものが、実は来年の３月まで引き延ばされたと、途中でね、引き延ばさ

れたという経過のある問題ですが、いよいよ来年の４月からはということになってくる

と思います。そのことも十分ご承知をいただいていると、ご認識もいただき、現場のご

意見も聞いていただきながらやっていただけてるとは思うんですが、今、部長がご答弁

いただいた問題は、最後におっしゃられた問題は、私も非常に心配しているところなん

です。地域包括支援センターですと言っても、お年寄りの方は何か疑ってかからはるん

ですよね。今ごろはいろんな名前を語って年寄りだますような話を持ってくる、そうい

うものが色々あると。地域包括支援センターと言ってもお年寄りはご存じなくて、いや

うちはもう結構ですというようなことになったり、いろんなことがあると思うんですね

だから、お年寄りだけではなくて本当に斑鳩町の皆さん方に、介護保険の制度が変わっ

てこういうふうに地域包括支援センターというものが斑鳩町に出来てというようなやっ

ぱりご認識を持っていただく、啓発していくということは大事かな。ただ、今後総合福

祉会館の建設にも入ってまいりますので、そこでは大きな看板も上げて、そういうセン

ターですよというようなことの啓発の一端にもなるんかなというふうには思うんです。

皆さん方にもよく知ってもらえるものとなるんかなという期待も私自身も持っていると

ころですが、非常にわかりにくい状況にあると。 



２－61 

 それと、もう１点は、我々は認知症があれば、要介護１の方が認知症があれば要介護

１のままで、認知症が認められなければ要支援に移ってしまいますよというのが、私た

ちそういうふうな、大体いろんな物を読んでいたらそういう状況にあったと思うんです

が、ただ審査会の状況を見てますと、認定の状況を見てますと、少し認知症が見られる

状況にある中で、あれっと、この方やったら要介護１じゃないのかなという方でもやっ

ぱり要支援の方に来ておられるというような状況もあるように見受けております。これ

らの問題につきましても、今後ケアプランを立てていく中で、さらに地域包括支援セン

ターはご苦労をなさるのではないかというふうに心配をしております。その点について

は、さらに現場の意見も聞かれて介護保険の担当の方とで十分に練り合わせていただき

まして、その辺、４月からケアプランまた包括の方で大分立てんならんようになってく

るやろうし、そういう問題もあるしということでは大変になってくると思います。 

 ですから、私、委託につきましても、１，５００万で委託をしたけれども次年度につ

いては十分そういったこともご検討をいただいた上での地域包括の予算編成となるよう

にぜひしていただきたいということで、あえてこの７番目に介護保険についての質問を

挙げさせていただきましたので、十分にご検討いただきたいということを申し上げてお

きたいと思います。 

 では、引き続きまして最後の障害者自立支援法の問題に移らせていただきたいと思い

ます。 

 この障害者自立支援法につきましても、私これまでずっと色々質問をさせていただい

てまいりましたし、委員会でもいろんな意見を述べてきましたけれども、特に今予算編

成時期ですので一般質問でお尋ねをしておきたいのが、今、地域生活支援事業の中で、

斑鳩町ではかなり色々利用区分の中で減免をしていただいているという状況がございま

した。町長の方もよく理解をしていただきまして、障害を持っていることが自己責任か

のように扱われて、情報を得るのにもお金が要るなんていうのはおかしいじゃないかと

私は常々言ってきたことで、非常に斑鳩町としては早い決断をもってこういう減免の決

定をしていただいたというふうに高く評価をさせていただいているところですが、斑鳩

町が１８年度に決断をされたこの考え方というのは、来年度も引き続いて継続してその

考え方でいっていただけるのかどうかということについてお尋ねをしておきたいという

ふうに思います。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 
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○住民生活部長（中井克巳君） 端的にお答えをさせていただきますので、言葉足らずに 

なるかもわかりませんけれども、次年度に向けましては、１８年度で実施をいたしてお

ります事業等につきましては、この状況を引き続き実施をしてサービスのご利用をいた

だけるように努めていきたいというように考えているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今、部長から心強い答弁をいただいたというふうに思ってお 

ります。さらには、毎月の上限管理などについても抜かりのないようにきちっと、障害

者ご自身により負担のかからないような形で進めていっていただきたいと思います。 

 そして、さらには、３障害を無理に１つに統合をしたこの障害者自立支援法について

は、私は以前から、これは本当に相当な悪法だというふうに申し上げてきた経過がある

んですが、これは今後介護保険との統合の考えがあっての経過措置であるというふうに

私は思っているんです。ですから、この障害者自立支援法が出来た時に、将来介護保険

との統合を考えているというふうに言われておったと思いますが、私は非常に大変なこ

とになってくるなあと心配をしているところですが、これについては、本当に市町村と

いうのは、そこにお住まいの住民さんを直に見てまして、直にその方たちの苦しみや大

変さがわかるだけに、非常につらいものもあるんじゃないかというふうに思っていると

ころですが、今後のこの社会保障の動向の中でも、特にこの障害者自立支援法が介護保

険と統合というような考え方、こういう考え方について、町長はどのようにお考えにな

られているのか、ぜひともお聞きしておきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  小城町長。 

○町長（小城利重君） 障害者自立支援法と介護保険との統合についてですが、国の方針 

では、統合することで障害者福祉の持続的な発展の確保のために財源を重点的、効果的

に投入することが出来ることや、地域福祉の観点から、統合することで社会資源の利用

を総合的に考えることが出来る等の理由から、平成２１年度からの統合を進めていると

ころでありますが、私は障害者施策は社会参加を前提とするものであり、現行の介護保

険制度とでは、その目的が異なることや、保険料の徴収についても大きな課題があると

考えております。 

 障害者福祉を安定的、持続的に支えていくために介護保険と統合しサービスを利用す

る障害者に対して保険料を払っていただくことは、障害者の所得保障や障害者に適した

就労支援システムが完全に保障されてない中においては負担を招くおそれもあり、障害
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者に十分な説明をし理解いただくように慎重に議論すべき問題であると考えております 

○議長（中川靖広君）  １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 常々町長におかれましては、障害者問題については深いご認 

識を持っていただいているというふうに私も感じておりますが、そういう問題があると

いうご認識も持っていただいているようです。本当に今後どんなふうにこの社会保障制

度がなっていくのか、私自身も不安な思いでいっぱいですが、とにかく斑鳩町としては

斑鳩町のそういった障害を持った方々のために、やはり地方自治体としてその障害者の

人たちの立場に立った行政運営をやっていっていただきたいということを最後にお願い

をさせていただきまして、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

○議長（中川靖広君）  以上で、１４番、里川議員の一般質問は終わりました。 

 続いて、３番、飯 議員の一般質問をお受けいたします。３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） それでは、これより通告書に基づきまして一般質問をさせていた 

だきます。 

 まず、１番目のいじめの問題についてでありますが、今、大きな社会的問題となって

いるいじめを苦にした子どもの自殺が相次ぎ、尊い命が失われ、前例のない事態が続い

ております。教育界だけではなく、社会全体が立ちすくみ、戸惑い、また重苦しさを感

じます。全国でいじめに起因すると見られる十代の自殺が連鎖し、校長までもが命を絶

つという事態です。一連の問題は、子どもたちに不幸、不運をもたらしながら、残念な

がら次々と浮上してきております。昨今の新聞紙上では、毎日のようにいじめについて

の記事が掲載され、事態の深刻さが伺えます。 

 政府の教育再生会議では、学校と教育委員会がしっかり踏み込んでこの問題に対処す

べきとの提言があり、喫緊の課題となっております。いじめは、学校と家庭が一緒にな

って取り組まなければ解決出来ないと思います。当町もこの問題について協議検討をさ

れていると思いますが、今後、いじめの実態を明らかにし、そのための対策を講じてお

く必要があります。すべての子どもたちが安心して学校生活が出来るよう、全力を挙げ

て見守っていかなければなりません。 

 そこで、以上のことを踏まえて５点についてお伺いいたします。 

 まず・点目の、いじめについての実態と子どもへのアンケート調査について。 

 いじめの実態を把握することは難しいかもしれません。が、しかし、早期に子どもの
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兆候をとらえ、手を打つ以外に解決の方法はないと考えます。また、そのためには、子

どもたちの実態を隠さず明らかにして、その対処について協議を重ね、最も適切な方法

で解決しなければなりません。当町におけるいじめの実態をどうとらえているのか、ま

たそのための日常的な子どもへのアンケート調査はどのように行われているのか、お伺

いいたします。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 議員もご心配いただいておりますように、いじめにつきまして 

は私も大変憂慮しているところでございます。学校や教育委員会は、学校生活におきま

して、児童生徒の命や、あるいは健康を危険から守ることが求められているというふう

に考えております。最近、いじめによります自殺の事件の発生が続きまして、大きな社

会問題となっておりますけれども、学校教育にかかわるすべての関係者一人ひとりが、

やっぱり改めて児童生徒の命、あるいは健康を危険から守ることの重要性を認識いたし

まして、いじめの兆候をいち早く把握して迅速に対応することが必要というふうに考え

ているところでございます。 

 そこで、いじめについての実態把握でございますが、１８年の１０月に町独自で実施

いたしまして、各学校に調査を依頼いたしました。小中学校で学級ごとに先生から児童

生徒の聞き取りによります実態把握をいたしました。この実態調査は、１８年４月から

１０月の間で、子どもたちがいじめととらえている案件はあったのかどうかということ

でございますが、その中で、小学校では全体で３３件ございました。そのうち、指導済

みは２８件で、現在指導継続いたしておりますのが５件ございます。また、中学校では

１１件でございまして、これはすべて指導が終わっております。 

 その主な内容でございますが、小学校では、悪口が８件、それからからかいが１２件

暴力が３件、仲間外れが５件、物隠しが５件でございます。中学校では、悪口が５件、

仲間外れ３件、物隠し１件、暴力２件でございます。これらすべてがいじめにつながる

かどうかということは大変不明でございますけれども、学校といたしましては、いじめ

ということも踏まえましてそれぞれ適切に指導し対応をしているところでございます。 

 それから、子どもへのアンケート調査についてでございますが、これは奈良県教育委

員会が、小中学校の全児童生徒を対象にいたしまして、いじめについてのアンケートを

実施いたしまして、１２月１５日までにその調査集計をする予定をいたしております。

調査後集計いたしまして、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。 
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 アンケートの内容でございますが、１年生から高校生まで同じ設問内容でございます

１０項目が挙げられておりまして、どんな内容かといいますと、設問１には、あなたは

いじめについてどう思いますか。２つ目には、あなたはクラスのだれかがいじめられて

いるのを見たらどうしますか。３つ目には、いじめをなくすには何が大切だと思います

か。４つ目には、２学期になってからいじめられたことはありますか。５つ目に、いじ

められたことがあると答えた人は、どのようにいじめられましたか。それから、６つ目

では、いじめられたことがあると答えた人は、だれかに相談しましたか。７が、相談し

たと答えた人は、だれに相談したのですか。８つ目には、いじめられたことがあると答

えた人は、今もいじめられていますか。９つ目には、２学期になってからいじめをした

ことがありますか。１０番では、いじめをしたことがあると答えた人は、どうしていじ

めたのですか。こういった内容でアンケート調査をとられているところでございます。 

 なお、県教育委員会といたしまして、いじめについてのアンケートは、小学校につい

ては１年生から３年生と４年生から６年生に分けて、あるいは中学校では全学年をまと

めて集計し、分析をし、対応の手だてを計画されているところでございます。町の単独

調査と県の調査をあわせまして、内容を十分分析いたしまして適切に対応してまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 今、詳しくご答弁がありましたように、小中学校での実態調査、 

いじめの調査が始められたということで、その中で指導済み件数が２８件、また指導継

続数が５件ということでご報告ありましたが、具体的にどのようにそれについて指導し

また対処されたのかということと、アンケートについての集計、１５日の予定というこ

とでありますけども、そのアンケートの内容１０項目において、各項目ごとにいじめが

ほとんどいじめという言葉が入っているんですけども、これはアンケートの内容上仕方

がないということは理解出来るんですけども、このアンケートの内容について、子ども

に配布された場合の配慮というんですか、そういう指導があったと思うんですけども、

ちょっと心配されますので、その２点についてお伺いいたします。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 今、申し上げましたような、いじめというよりも、そうした悪 

口を言ったり仲間外れにしたりというようなことがございます。そうした現象があった

場合には、家庭訪問、あるいは当該者の個別指導などそれぞれのケースごとに必要な指
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導を行いまして、適切に対処をしていただいております。また、学級全体での指導が必

要な場合につきましては、そうした適切な教材等を選定いたしまして、子どもたちが互

いの人権を認め合うことを再認識出来るような指導を行っております。また、特定の教

職員が問題を抱え込むということのないように、学校全体で対応出来るための対策委員

会等を組織いたしまして、それぞれの学校で対応をしていただいているところでござい

ます。 

 それから、子どもたちにアンケート調査する場合のそのいじめという言葉についてど

う理解させていくのかということでございますが、大変これ難しい問題だというふうに

思っています。例えば、教材を使って指導をする場合もありまして、一例を挙げますと

少し長くなるかわかりませんがお許しいただきたいと思います。 

 例えば、一つの題材で、「僕もしたい」という題材がございます。そうした中で、こ

れはドッジボールの中に一緒に入れてほしいというような内容でございますが、それを

とらえて、いや、いっぱいやから入れないということで断られたと。そうした時に、子

どもたちはどういう思いをしているのかというようなことを、それぞれの子どもたちか

ら意見を聞きながら、あるいは意見を出させながら授業展開をする、そしていじめとい

うものについての理解をさせていく、こういう取り組みをさせていただいております。 

 それからまた、小中連携教育の生き方部会では、平成１７年度に道徳の副読本を購入

いたしまして、各学年ごとに年齢に応じた教材を活用いたしまして指導を行い、９年間

の義務教育の中で、聖徳太子の和の精神に基づき、人としての生き方を学ぶことが出来

るような教育の充実に取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） いじめの実態を把握していただいて、また適切に対処していただ 

いているということはわかりましたが、しかしそれだけでは解決したということは私は

言えないと思います。いじめのもとをなくさない限り同じことを繰り返す事態が発生す

るように思います。そのためには、子どもを取り巻く教育環境が非常に重要であると考

えます。 

 そこで、次の・点目の質問ですが、教員のバックアップ体制について。本来、１０

０％子どもと向き合うべき教師が、雑務に追われ専念出来ないという問題も指摘されて

います。学校、地域、家庭が連携して教員のバックアップ体制が必要と考えますが、そ
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の点についてお伺いいたします。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） いじめにつきましてのバックアップ体制ということでございま 

すが、先ほども申し上げましたように、いじめ、あるいは不登校の問題の重大性を全教

職員が認識をいたしております。校長を中心に一致協力体制を確立いたしまして、いじ

めの態様や、あるいは特質、原因、背景、それから具体的な指導上の留意点などについ

て職員会議などで取り上げまして、教職員間の共通理解を図りながら取り組んでいると

ころでございます。 

 いじめの問題につきましては、先ほども申し上げましたように、特定の教員が抱え込

んだり、あるいは実態を隠したりすることなく、学校全体で対応出来る体制を確立して

いるところでございます。例えば、生徒指導部会を設置いたしまして、その中に校長、

教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、あるいは学年代表の教諭、あるいは当該の

先生等で構成いたしまして定期的に開催をいたしておりますし、事があった時には臨時

に開催いたしまして、適切に対応出来るよう体制を整えているところでございます。こ

の会で学校全体での子どもの様子が把握出来、その対応が出来ると考えておりまして、

一人の教員が子どもに関する問題等で悩まないで、全教職員で問題を理解し解決に取り

組む体制をつくり実践を進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） いじめの対応については、校長先生を中心に協力し合って問題解 

決のために対応していただいているということは、今、ご答弁にありましたようによく

わかるんですけど、問題は、やはり先ほど私が申しましたように、先生が雑務に追われ

て子どもに対する目が行き届いてないということが指摘されているという中から、やは

り先生に対してのサポート、あるいはバックアップが必要ではないかということを思う

んですけども、この辺のご認識をお伺いしたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 学校の先生方へのサポートということでございますが、学校へ 

の先生の配置については、これは県なり国の方で決められました生徒数、あるいは学級

数に応じた教員の配置というものがございまして、その配置によりまして適切に各学校

に配置されているところでございます。その中で、学校運営すべてにつきまして対応す
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るというのが現状でございます。 

 特に、雑務ということでございます。これは、すべてがこうした学校運営に必要なも

のでございますし、雑務というのはどういうものかわかりませんけれども、例えば今回

のようないじめが多く発生した場合に、いろんな調査、アンケート調査、先ほども申し

上げましたようにアンケートとか、いろんな調査、資料の提供が要求されてまいります

そうした場合の仕事というのがその時期、時期にふえる場合がございますけれども、そ

れが１年中続くということじゃございませんので、やはり普段の業務についてはそれぞ

れの配置された先生の中で実施していただいて、今回のような特別な場合については大

変先生方に多く負担はかかると思いますけれども、やっぱり自分たちの育てる子どもた

ちのためでございますので、ご協力をいただくようにお願いを申し上げたいと思います

し、またそれによってこういった場合に人を増員するということについては、今、特に

考えていないわけでございますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） サポートについては色々と問題があるということもわかります。 

しかし、先ほども言いましたように、やはり先生のサポートも、今後サポート的なもの

も考えていく必要があるんじゃないかということで、今後もそういったことを視野に入

れて考えていただければと思います。 

 教育にとっては何よりも重要なのはやはり先生ですというとこで、・番目の質問に入

っていきたいと思います。 

 教員の資質向上についてということで、教師こそ最大の教育現場であり、また子ども

の成長はよき教師、つまり先生との出会いによって決まると言っても過言ではありませ

ん。教員の資質向上について、日ごろどのように取り組まれているのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 学校、幼稚園におきまして、常に教職員の資質向上については 

努力しているところでございます。また、先生方も独自でいろんな研修に参加し、その

資質を高めていただいているところでございます。 

 子どもたちの生きる力を育むためにも、教職員が教育改革の動向や、あるいは今日的

な課題に適応出来るように、様々な機会を生かしまして積極的に研修に取り組んでいる

ところでございます。また、幅広い視野を持って課題を見つけまして、それを解決して
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いく資質、能力を身につけるよう研修に努めていただいております。 

 教育委員会といたしましても、毎年１回でございますが、町の全教職員を対象にいた

しまして、その時期、時期に合った課題を見つけながら研修をしているところでござい

ます。１８年度はＣＡＰによります研修を実施いたしまして、いじめや暴力から自分自

身の身を守るために子どもたちがどのように対応すればよいのか、さらに問題を抱える

子どもたちにどのように言葉かけをすれば、子どもたちの安心や、あるいは自信を取り

戻すことが出来るのか等について学習をしてまいったところでございます。 

 いじめへの具体的な対応についてでございますが、各担任がクラスの実態を把握いた

しまして、職員会議で報告し、学校全体で検討協議した結果をもってきめ細かく個々に

指導をいたしております。これは、先ほども申し上げましたように、その学校、学校で

そうした対策の委員会を、あるいは組織を持っておりますので、どの先生もその子ども

に対応出来るような体制をとらせていただいております。あるいはまた、学級活動、あ

るいは道徳の時間を活用いたしまして、教材を選びながらいじめをなくすような全体的

な指導を行っているというのが現状でございます。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 今、教育改革の研修等に取り組んでいただいているということで 

学校教育にどのような改善を望むのかという問いに対しまして、教員の資質向上を求め

る声が出ております。教員の職務は、児童生徒の人格形成にかかわり重大な影響を与え

ていくということは言うまでもありません。今後も、資質の向上と共に児童生徒に対す

る適切な指導をお願いしておきます。 

 次に、・点目のスクールカウンセラーによる相談活動について、最近どのような相談

内容があるのか、また特に保護者からの相談についてお伺いしておきます。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） １８年度の１１月末現在までの相談件数でございますが、延べ 

で１４０件ございました。そのうち、保護者からの相談が２３件でございます。相談内

容でございますが、不登校が４件、生活全般にかかりますことが１８件、家族の問題が

１件となっておりまして、いじめの相談については１１月にはなかったということでご

ざいます。 

 もちろん、そうしたいじめについての相談があれば、そうしたスクールカウンセラー

は心の専門家として対応することになっておりまして、またそういうスクールカウンセ
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ラーの職務につきましては、相談活動だけでなく、いじめや不登校などの学校の諸課題

の取り組みのあり方についても、教職員と連携いたしまして助言をしていくということ

も含められておりますので、先ほど議員よりご質問をいただきました職員のバックアッ

プ体制ということにも活用をされているというふうに考えております。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 今、ご答弁にもありましたように、いじめによる相談はないとい 

うことですけども、実態はどうなっているかわからない、どう判断してよいのか難しい

わけですけども、いじめには見えない現実があるということがあります。いじめの加害

者よりもいじめられている被害児童生徒が必死にその事実を隠そうとしているという現

状があります。こういったことをとらえて、今後、子どもたちの言動を見守っていただ

きたいと思います。 

 次に、・点目の一連のいじめに対する認識について。一連の学校の不祥事を受け、教

育委員会への批判と改革論議が高まっています。教育長の認識をお伺いいたします。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 最近のいじめ問題等の対応につきまして、学校や教育委員会の 

責任が重いというふうに考えているところでございます。私も、自殺し、尊い命をみず

から絶つということについては、大変憂慮しているところでございます。日ごろから、

不登校やいじめ等につきましては、さきの質問でもお答え申し上げましたように、学校

長を先頭に学校の教職員全員が一丸となって取り組み、問題を早期に発見いたしまして

早期に解決出来る体制をとるよう指導をし、現在そのようにそれぞれの学校で取り組ん

でいただいているところでございます。 

 いじめた側に対して、いじめ行為に対しては命にかかわることで、毅然とした対応で

指導をする、あるいはいじめられた者の苦しみや心の痛みに気づかせるよう先生方に指

導をいたしているところでございます。あるいは、傍観者に対しましては、自分の問題

としてとらえさせ、見て見ぬふりをすることはいじめ行為に通じることを理解させると

いうことがポイントと考え、実践をいたしております。また、家庭との連携を密にいた

しまして、問題を早期発見し早期に解決出来るよう常に意識しながら取り組んでいると

ころでございます。 

 一つしかない大事な命をみずから絶つことは大変不幸なことでございますし、こうし

た子どもたちがなくなるように願っているところでございます。また、こうしたみずか
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ら絶つような現状を起こさせないような、そうしたことの取り組みも必要であるという

ふうに思っております。 

 今後も、いじめ等に関します指導のあり方につきましては、点検を行いながら学校を

指導し、教育委員会としても支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） いじめはいかなる理由があろうとも絶対に許してはならない、あ 

らゆる手段を尽くして根絶させるべきであります。そのためには、いじめは人道上の問

題、断じて許さないという強い意志を、学校をはじめ社会全体に行き渡らせる必要があ

ります。いじめの根絶の大前提が必要になっています。今、教育長の答弁、先ほどの内

容と同じような答えでありましたけども、やはりいじめの根絶についてどうかというこ

との決意が、私はそういう形の答弁が欲しかったんですけども、このことについてお伺

いいたします。 

○議長（中川靖広君）  栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 私は、いじめだけではなしに、以前からもありますように、校 

内暴力とか、あるいは人を殺傷するとかいうような子どもによる事件、事故が非常にた

くさん発生いたしております。そうしたことについて、すべてやはり命というものを大

事にするような取り組みが必要であろうというふうに考えているところでございます。

そうしたいじめ、今回のいじめだけをとりましても、大変その発見について難しい問題

もありますけれども、今も申し上げましたように、教育委員会といたしましても、こう

した問題の解決のために努力をしていきたいというふうに思っております。 

 そうした中で、心を豊かにするための道徳教育というものを重点に置きまして、子ど

もたちの心の教育をしっかりとやっていきたいというふうに思っております。そうした

ことが積み重ねられることによっていじめがなくなるというふうなことを願っていると

ころでございます。 

 いじめは、どの学校でもどの子にも起こり得る問題であるというふうに十分認識をい

たしておりまして、先ほども申し上げましたように、特定の教員が抱え込むことなく学

校全体で取り組みまして、そして保護者にも協力を求めながら対応していくことがいじ

めによる被害をなくす方法ではないかなというふうに思っているところでございます。

子どもたちがやっぱり気軽に相談出来る環境づくり、こういったことが大切であろうと

いうふうに思っています。あるいはまた、親に気軽に話せる、そういう親とのコミュニ
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ケーション、そういうものも必要であろうというふうに思っているところでございます 

 いずれにいたしましても、学校も、子どもたちが先生などに相談しやすい雰囲気づく

りをつくりまして、いじめ等の諸問題をなくすために学校長に指導をし、教育委員会と

しても努力をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） よくわかりました。いじめをなくす鍵を握っているのは、周りで 

見ている人たちです。児童生徒たちには、自分は関係ないとか見て見ぬふりという考え

を定着させてはなりません。このようなことを踏まえ、今後いじめの問題をはじめ教育

力の復権のためお願いしておきます。これで、いじめ問題については終わります。 

 次の２番目の質問に入ります。 

 出産育児一時金の支給方法についてでありますが、妊娠されている方にとっては様々

な不安があり、出産後育児と経済的不安が伴います。一般的に、出産する場合、何かと

出費がかかり、出産費用は妊娠中の検査費などを含めると、トータルで５０万円ぐらい

かかります。 

 そこで、子育て支援策として、出産にかかる経済的負担を少しでもなくすため、今年

の１０月、出産育児一時金の支給額が３０万円から３５万円に引き上げられました。一

方、一時金の支給方法は、出産後に請求し一時金を受け取るまでに通常約１カ月近くか

かり、病院への支払い時に高額な分娩費を用意しなければならず、困る人も少なくあり

ません。また、支給額の８割を無利子で借りられる貸付制度もありますが、いずれにし

ても高額の分娩費を一旦立て替える必要があるため、制度の改革を求める声があります 

 そこで、以上のことを踏まえて２点についてお伺いいたします。 

 まず・点目の現行の支給方法とその実態についてお伺いいたします。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 斑鳩町では、現在、出産育児一時金の支払いにつきまし 

ては、国民健康保険に加入をされている被保険者から出生届が提出をされた際、一時金

の支給申請を行っていただいているところでございます。申請された際に指定をされま

した銀行等の口座へ振り込みを行っているわけでございますが、当町の方では、申請日

から振り込みをさせていただくまで大体１０日ほど程度の日数がかかっているというよ

うに思っております。 

 また、現金での支給を要望された際にその対応が図れるようにということで、その出
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産育児一時金の部分につきましても、事前に現金を用意をいたしているところでござい

ますけれども、現在のところ銀行口座への振り込みというのを希望をされておりまして

現金によります支給というのが求められたというのはないというのが実情でございます

しかし、こういう支給がないということにつきましては、一つはそういう制度があると

いうことの周知不足でもないかなというようにも考えておりますので、今後、そういう

制度もあるということの周知をさらに図っていきたいというように考えております。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 出産後の手続をすればすぐに支給していただいているということ 

で、窓口においても現金払いということで、近隣に比べますと一歩も二歩も進んでいる

ということで、努力していただいているということは評価いたします。しかし、先ほど

私が冒頭の後半で申し上げましたように、いずれにしても高額の分娩費を工面して一旦

立て替えなければならないという現実があります。このことを考えますと、より負担を

軽くするための制度が必要と考えます。 

 そこで、出産育児一時金の支払い手続の改善ということになります。次の質問になる

わけですけども、受領委任払い制度についてでありますが、この制度は、被保険者本人

からの支払いではなく、保険者から医療機関へ支払いをしていただけるよう申請依頼す

る等の手続をし、実際にかかった金額を保険者から直接医療機関に支払いすることによ

り被保険者の負担を軽減するものです。この制度は、さらなる子育ての支援策の一つと

考えますが、町の見解をお伺いいたします。 

○議長（中川靖広君）  中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 出産育児一時金の受け取り代理でございますが、被保険 

者が医療機関等を受け取り代理人として事前に申請をされまして、医療機関等が被保険

者に対して請求をする出産費用の額、その請求額が出産育児一時金の支給額を上回る場

合につきましては、３５万円を限度として医療機関等が被保険者にかわって受け取るこ

とによりまして、被保険者が医療機関等の窓口で出産費用を支払う負担を軽減しようと

いうものでございます。 

 当町の場合につきましては、先ほどもお答えをさせていただいておりますように、こ

の育児一時金を窓口におきまして現金で給付も可能なように対応をさせていただいてお

りまして、医療機関等での支払いについて出来る限り支障が生じないようにということ

で配慮もさせていただいて取り組んでいるところでございます。 
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 しかしながら、被保険者の負担の軽減というこの制度の目的をかんがみますと、当町

としても臨機に対応をしていかなければならないのではないかと、このように考えてお

ります。ただ、事務執行上の課題も少し、担当の方からも整理をしなければならない点

もあるということも聞いております。それらの整理をする中で、導入に向けて検討をさ

せていただきたいと、このように思います。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 斑鳩町の次世代育成支援行動計画の中に、「子育て家庭の経済的 

負担の軽減について、制度上の配慮についての積極的な働きかけをする」ということで

明記されております。今、部長おっしゃいましたように、検討されて前向きにというこ

とで安心しております。今回の制度は、子育ての経済的支援に大きな効果を得ると期待

しますので、よろしくお願いしておきます。 

 最後になります。次の３番目の質問に入ります。消防団活動の協力について。 

 消防団は、日ごろ地域の安心安全を確保するため、平素は生業を持ちながら、みずか

らの地域はみずからで守るというボランティア的精神に基づいて地域住民の守り手とし

て活動していただいております。ところが、近年、各地で消防団員は年々減少をしてい

る状況があり、当町においても広報等で募集をかけていただいておりますが、定数には

至っておりません。将来において団員の確保のため、地域の方にご協力とご理解を得る

ことが必要です。 

 そこで、現在の消防団員の構成と消防活動の協力について、まず初めに斑鳩町消防団

の団員数の現状はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 本町の消防団員の現状についてのご質問でございます。 

 本町の消防団員数は、ここ数年９０名前後で推移いたしており、本年１２月１日現在

におきましては、消防団員の定数１００名に対しまして実人員数は８９名となっており

ます。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 消防団員、過去１０年前から、平成９年ごろからの消防団員の推 

移をちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 平成９年からの推移でございますが、平成９年は９４名、１ 
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０年は９１名、１１年が９５名、１２年が９６名、１３年が９５名、１４年が９１名、

１５年が９０名、１６年が９４名、１７年が８９名、１８年が８５名ということで、現

在は８９名ということでございます。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 今、報告の団員数の現状を見てみますと、やはり下降ぎみになっ 

てきているということがわかります。今後、団員の確保についての取り組みについてお

伺いいたします。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 町消防団員の確保についてのご質問でございますが、消防団 

は、みずからの地域はみずから守るという崇高な郷土愛護の精神に基づき、昼夜を分か

たず各種の災害に立ち向かい、地域の安全安心の確保に大きく貢献していただいており

地域の実情に精通した住民により構成されているため、地域密着性、要員動員力及び即

時対応力の面でも優れた組織であると思います。また、災害対応はもとより地域コミュ

ニティの維持及び振興にも大きな役割を果たしておるところでございます。 

 しかしながら、全国的に見て、産業・就業構造の変化や少子高齢化社会の到来、過疎

化の進展等によりまして、消防団員数は減少傾向にあり、約２００万人いた消防団員が

今では９０万人を割ろうとしている状況であります。これは全国的な話でございますが 

 本町といたしましては、常備消防の充実はもちろんでありますが、消防団の充実強化

は、地域防災力の向上には不可欠であると考えております。このことから、消防団員の

確保につきましては、平素から消防本団役員会の中で、消防団員確保に向けた取り組み

について種々検討を行い、消防団においては、平素の消防団活動を通じ団員みずからが

団員の入団促進を図りますと共に、町といたしましても町職員の入団促進、今現在は正

職員で３名、臨時職員で１名、４名でございますが、入団をしていただいておりますが

そういったことをはじめといたしまして、広報紙等により消防団の活動状況の紹介を行

い、消防団活動のＰＲと理解を求めますと共に、団員募集の記事を掲載し消防団員の確

保に努めてまいっておるところでございます。 

 今後も、地域防災力の充実強化に向けまして、消防庁等の団員確保に係ります推進施

策を参考にしながら、当町の地域の実情を勘案して消防団員の確保に努めてまいりたい

と考えております。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 
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○３番（飯 昭二君） 以前から広報等で取り組んでいただいているということは存じて 

おります。また、団員の方にお願いして、入団促進についての意識を持ってもらって、

また直接個々に当たっていただいて、また今回もその中から５名の入団が決まりました

それでやっと当町においては９０名の団員が確保されている。しかし、今後において、

その入団の確保が出来ないとなれば、やはり下降ぎみをたどるということで、そのため

の策が必要になってきますことから、今後やはり具体的に取り組む必要があります。今

後の策について、何かその方法があればお聞きしたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 消防団員の確保に向けた具体的な取り組みについてのご質問 

でございますが、これまでも消防団が主体的に個人を中心に消防団への入団促進の働き

を行ってまいりました。先ほども申し上げたところでございますが、そういったことを

いたしております。町といたしましても、同じように、先ほど申し上げましたが、町内

の一事業所といたしまして職員の入団促進を行ってまいっております。今後は、町内の

事業所や団体等に対しましての消防団活動への理解を求める取り組み、従業員等の入団

促進について、消防団とも十分に協議をしながら、連携を図りながら検討を行ってまい

りたいと思います。 

○議長（中川靖広君）  ３番、飯 議員。 

○３番（飯 昭二君） 今、ご答弁ありましたように、事業所の方に働きかけて考えてい 

くということで、今後消防団員の方と十分に協議をしていただいて、地域に即した団員

の確保を期待いたします。 

 以上をもちまして私の一般質問を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中川靖広君）  以上で、３番、飯 議員の一般質問は終わりました。 

 これをもって本日の一般質問は終了いたします。明日も引き続き午前９時から一般質

問をお受けいたしますので、定刻にご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。ありがとうございました。 

         （午後２時４１分 散会） 


